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開議 午前９時３２分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１０名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  質問者は、豊能町議会運営に関する申し

合わせ事項の会議規則に係る申し合わせ事

項に記されているように、通告にない質問

はできません。また、質疑・答弁を合わせ

て５０分と限られていますので、答弁者は

簡潔明瞭に答弁をしてください。 

  順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して質問を行っ

てください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分といたします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ７番・井川佳子でございます。議長のお

許しを頂きましたので、これより一般質問

をさせていただきます。理事者側の皆様に

は、私にも分かるように親切丁寧に御答弁

頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

  新型コロナウイルス感染者の増加はとど

まることを知らず、本日の新聞にも大阪1,

６０５人、月曜日としては最多と報じられ

ております。厚生労働省によると、重症者

数は８月２７日の時点で2,０６０人となり

まして、過去最多を更新されております。

豊能町では８月２７日にお二人の方が、こ

れまで積算して町在住で感染された方は１

６４人と報じられております。また、自宅

療養者が１１万8,３０５人という、８月２

９日の夜のニュースでも報じられておりま

して、とても大変な事態なんですけれども、

やはりこれを押さえていくにはコロナウイ

ルスワクチン接種というのが一つの手立て

として大きく割合を占めていると思います。

さて、この間、全員協議会の中でもお知ら

せは頂いたんですけれども、町といたしま

しての現在の進捗状況をお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  おはようございます。 

  本町におきます新型コロナワクチンの接

種の状況についてお答えいたします。 

  本町につきましては５月１６日より開始

いたしまして、現在も引き続き接種を実施

しております。進捗状況につきましては、

昨日現在、８月３０日現在、６５歳以上の

方につきましては約9,２００人中２回目接

種まで終了された方約7,９００人で約８

６％。６５歳未満の方につきましては約8,

９００人中２回目接種まで終了された方約2,

２００人で約２３％。全体としまして約１

万8,１００人中、２回目接種終了された方

は約１万１００人で約５４％の方が接種を

終了されております。なお、国全体では約

３８％、府全体では約３６％の接種率とな

っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  豊能町では高齢化率が高い。そして６５

歳以上から、そして基礎疾患のある方から

順にして、もちろん医療従事者が先なんで

すけど、されておりまして、全体的に見る

と豊能町では５４％。でも６５歳以上では

８６％、また６５歳未満では２３％とお知

らせいただきましたので、全国平均を見る
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とかなり高い数字だなと思います。全国で

は１回目が４7.３％と、２回目が３7.３％

と、また今、桑原部長からもお知らせいた

だきましたように、そのような数字ですけ

ど、豊能町ではかなり接種されているよと。

単純に引きますと8,０００人の方、あと受

けられるということになるのかなと思いま

す。でもそこの中で６５歳以上の方の対象

者を見ると、今、２回接種された方が８

６％接種完了とおっしゃいました。この１

００から引くと１４％の方ですね。この

方々への対処はどう考えているのか。もち

ろん重要な基礎疾患があって副反応が心配

で受けられないという方もいらっしゃいま

すでしょうけども、ひょっとしたら希望し

ているのに取り残されている人っているん

じゃないかっていう心配はありますが、町

としてはどう取り組まれていらっしゃいま

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  ６５歳以上の方の接種の件ですけれども、

まだ一度も接種をされていない方につきま

しては１２％になります。２回目接種まで

終わってる方につきましては先ほどのとお

りかと思いますけれども、１度目は接種済

み、または予約済みの方も中にはいらっし

ゃいます。そういった方を除いて約1,１０

０人の方が一度も接種をされていないとい

うこととなります。町報の９月号におきま

して、新型コロナワクチン接種についての

重要なお知らせといたしましてチラシの同

配をさせていただいたところでございます。

接種につきましてはあくまでも強制ではご

ざいませんので、まだ未接種で、今後ワク

チン接種を御希望の方につきましてはお早

めの接種を御検討くださいという旨の内容

でお知らせをさせていただいているところ

でございます。また、その他何らかの理由

で予約できない方に対する配慮としまして、

毎月開催しております、町内の介護事業者

を対象といたします事業所連絡会におきま

して、各事業所より、ワクチンの接種を希

望していて諸事情で予約できない方がおら

れましたら呼びかけをしていただいて、ま

たそういった対象者の情報を事業所より御

連絡頂きましたらこちらで予約の調整をさ

せていただくと、そういった予約できてい

ない方へのフォローアップを実施していく

ようにし、引き続き接種を希望される皆様

全員に接種頂けますよう努めてまいりたい

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  町報でありますとか、それから町報にチ

ラシ入れたりとか、そういう介護施設の方

にもフォローアップをお願いするというこ

とで、全ての希望されている方には接種で

きるようにこれからも御配慮頂きたいと思

います。１２％と低い数字にはなっている

んですけれども、やはり御家族の御支援も

得られない高齢者の方もいらっしゃると思

いますし、そういう方々を取りこぼさない

ようにすくい上げていってほしいな、そう

いう優しい町であってほしいなと願います。 

  デルタ株によりまして今までと違う動き

が出ております。例えば若い世代にもかな

り感染が広がっております。そして新聞で

報じられてたんですけれども、首都圏の私

学では独自接種をする、子どもたちですね。

そして接種を学校単位で受けてもらおうと。

もちろん保護者も本人も希望するっていう、

そういう面からなんですけれども、学校単

位で首都圏の私学では進めております。私
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も予約はしたんです。８月２日に打ち終わ

ったんです。豊能町の御努力のおかげで皆

さん結構、最初はすごく苦労したんですけ

ど次々と取り組んでいただいた結果かなと

思っております。やっぱり打つと安心です。

もちろん安心だからといってマスクを外せ

るわけではないですけど、やはり人に移さ

ない、自分もかからないという面ではワク

チンは有効だと思います。予約なんですけ

ど、やっぱり１回目と３回目の両方の予約

が自分の日程空いてるところが必要という

ことで、そこで考えるのは。 

○議長（永谷幸弘君） 

  １回目と２回目ですね。 

○７番（井川佳子君） 

  失礼いたしました。１回目と２回目の予

定をしっかり３週間後に開けてそこで予約

しないといけないという難しさがあります

よね。そうなると例えば学校の先生である

とかあと小中学生の皆様、違う、違う、違

う。失礼いたしました。１２歳以上なので

中学校、高校生の皆様の予定ってかなり難

しいものがあると思います。そこで、首都

圏の私学ではあるんですけれどもそういう

取組も見られたっていうのを新聞で見まし

たので、我が豊能町ではどうなっているの

かとお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  本町の中学生への集団接種ですけども、

実は桑原部長のところ、健康増進課を中心

に連携していろいろ取り組んでおります。

６月の初めぐらいだと思うんですけども、

健康増進課のほうから、中学生及び教員の

方に対しての集団接種の話がございました。

それでこちらも内々では、教室のどこで接

種するかというふうな話もしておりました。

しかし、６月の２２日だったと思うんです

けども、文科省のほうから、中学生の集団

接種は望ましくないと。学校での集団接種

について接種の同調圧力を生む。人権的な

配慮もあると思うんですけども、そういう

ふうな通知がありまして集団接種を断念し

たということでございます。中学生につい

ては健康増進課のほうから、６月２０日だ

ったと思うんですけども、１２歳以上の子

には発送していただいて、金曜日ですね。

日曜日には接種した子があったというふう

には聞いております。中学生については日

曜日に打つか、それとも平日に個人の病院

に行って打つかという選択になるんですけ

ども、教育委員会としましても平日に休ん

だ日、また翌日しんどかった日については

欠席ではなくて出席停止処分にして欠席扱

いにはしないということで保護者には通知

して配慮しておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  取り組まれようと努力されたっていうの

を、今お聞きしまして、初めて分かる結果

でございました。文科省のストップがかか

ったならしょうがないかなと思います。 

  今、やはり打つ日それから打った次の日

っていうのはやはり副反応が見られます。

私も微熱が半日だけ続いたんですけど、そ

れを欠席扱いでないようにしますという通

知もしてますということですので、日曜日

でありますとか、これからも進んで希望し

てる方は打てる状況であるなというのを今、

分かったわけでございます。 

  国は希望する全ての対象者の接種を本年

１０月から１１月にかけて終わることを目

指すとされておりますが、この町はどのよ
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うに対処していつまで終われると予想され

ていらっしゃるんでしょうか。９月の町報、

すみません、黄色い町報で皆さんのところ

に宅配されております。この９月の枠は、

全員協議会の場で聞きますと、1,４００人

の枠を用意して待ってますよっていうお話

を聞いております。今後の予定ですね。ど

のように町としては考えていらっしゃいま

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  現在、今後１２歳の誕生日を迎える方を

除きまして満１２歳以上の皆様全てが接種

の御予約を頂けることとなっております。

予約が完了して接種がこれから控えてらっ

しゃる方を含めますと、少し不確定な要素

もございますけれども、約８割近くの方が

接種されるのではないかと見込んでいると

ころでございます。本町におけます最終接

種率がどの辺りになるかということは非常

に難しいところでございますけれども、現

在までの予約状況を加味いたしますと１０

月中にはおおむね終了できるのではないか

と見込んでいるところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  豊能町でよかったなって思える一つの利

点かなと思われます。やはり人口の多いと

ころではまだそんなには進んでないしとい

うこともあるので、１０月半ばには８割の

方が終了できるであろうという頼もしいお

言葉を頂いたので、日々忙しい業務の中で

もまた取り組んでいただきますようにお願

いいたします。 

  では次の質問へ移らせていただきます。 

  通告書どおりではなくて、ちょっと時間

があるかないかというのが心配ですので、

ちょっと進ませていただいて、ずっとずっ

と言ってきたことを今ここで聞きたいなと

思います。５番の、少子化対策としてでき

ることっていうふうになっておりまして、

そこに上げさせてもらってるんですけど、

病児・病後児保育への取組はいかになされ

ておりますかと。以前何回も聞いておりま

して、国保診療所の２階が空いているでは

ないかとかいろいろ言っております。中で

もやはりスタッフが要りますというのを聞

いております。でもこのコロナワクチンの

接種というこのイレギュラーな際にも、国

保の看護師さんの人数を増やさなくても労

働時間の調整で対応が可能になっているっ

て聞きます。場所の問題がもし悪ければ、

たらればの話になってしまうかもしれない

けど、将来、診療所を東能勢小学校、現東

能勢小学校に移したとして、場所も確保で

きますし、また看護師さんも診療所が一緒

ですので隣にいるっていうような確保して、

そこの場所で病児・病後児保育への取組を

考えていただきたいと思います。 

  以前住んでた枚方では、大分前ですけど、

個人医院さんが取り組んでらして、御自分

の病院で見た患者さんのお子さんを保育、

預かっているっていう現状もあります。 

  やはり子ども・子育て支援というニーズ

の中でいろいろお考えだと思います。そこ

の中で見つけたのが、支援事業といたしま

して、病児保育事業というのを見ました。

ゼロ歳から５歳の独り親の家庭であります

とか、小学校１年生から６年生の共稼ぎ家

庭の方のお子さんがもし病気になったとき、

あるいはその病気の後の保育所に通えるま

での時期というのを確保できるように考え

てはいらっしゃるっていうのは拝見してお

ります。さて、どうなっていますか。 



 

 2－7 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  病児・病後児保育の件についてお答えさ

せていただきます。 

  今、保育所と認定こども園につきまして

は、保育所の保育中に微熱を出すなどの体

調不良になった場合は、保護者が迎えにく

るまでということで、緊急的な対応という

ことで、体調不良児の対応保育というのは

実施しております。 

  御質問の、将来、診療所を現小学校に移

した場合ですが、施設の再編につきまして

は公共施設再編検討委員会の意見を参考に

決められることになりますが、小学校に診

療所を移設した場合でも専用のスペースや

保育士、特に今、保育士が不足しておりま

して、現在派遣をお願いしておってもなか

なか、まだ１人見つかっていない状況でご

ざいます。それと看護師などの確保、協力

体制を作る必要があります。ちなみに令和

２年３月に第２期の豊能町子ども・子育て

支援事業計画を策定した際の子育て支援に

関するアンケート調査の結果では、できれ

ば病気の子どものための保育施設を利用し

たいと回答された方は１5.６％、利用した

いと思わないと回答された方は８4.４％で

した。豊能町ではまだ比較的保護者の親な

どが、孫が病気になったときに見ていただ

いている体制が昔からできているのではな

いかと思われるところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私も子育てしているときに、ちょうど下

の子が保育所でして、あ、違う、上の子が

まずかかってきたんです、おたふく風邪に。

その子が１週間療養した後、また次の子が

おたふく風邪に。また治ったと思ったら左

の頰は治ったけど右の頰がって言われて結

局３週間休んでたということになっており

ます。そのときは、申し訳ありません、非

常勤職員だったので許されたかなとは思う

んですけど、やはり女性の進出というのは

日本においてもとても大事なことでありま

す。正職員で働いてると３週間も休み続け

るというのはかなり難しいものがある。全

てでなくても、そこの一部分を助けてもら

いたいと親は思うと思います。今は希望し

てないとおっしゃいますけど、例えば私の

ように非常勤職員とかパートとかアルバイ

トやったらもちろん子どものことで休めま

すけど、そういう立場にない方も多分いる

と思うし、そういうときのためにやはり仕

組み作りというのは大事だと思います。い

かがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  議員おっしゃいますとおり、長引く場合

とかありますが、先ほど申しました豊能町

子ども・子育て支援事業計画では、先ほど

パーセントを言いましたが、町の計画とし

ましては、長年、病後児保育を１か所設置

する目標は立ててきております。しかし緊

急時に児童を受け入れてもらえるための医

療機関と連携した病後児保育を行いたいと

考えておるのですが、町内の病院での看護

師や保育士の体制を整えるのはなかなか容

易ではないということは事実でございます。

しかし今後、町内でも努力せないかんので

すけども、町内の病児・病後児を預かる施

設設置ではなくて、距離や定員、近隣とか

見ますと、大概定員が１施設２名から５名

ぐらいなんです。そうではあってハードル
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は高いとは思うんですけども、近隣市町村

での病児・病後児保育を行っている施設へ

の委託といいますか、非常にハードルは高

いと思います。近隣もありますけども、本

当に少ない人数ですので、その辺などもち

ょっと近隣市町にはお話ししていきたいと

いうふうには考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  いずれは現東能勢小学校に作るとしても、

それまでの対策として今、部長がお答えい

ただいたように、近隣への委託っていう道

もあるよというのでそういうのも探ってい

っていただきたいと思います。 

  この近隣ではどこがされてるのか把握さ

れてますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  近隣では箕面市が３か所ありますが、病

児・病後児は１か所で、病後児は２か所で

す。定員はいずれも２名から５名ぐらいと

いうことです。池田市は１か所でして、市

立病院、これ４名というふうにホームペー

ジ出ております。また、他市ですけども、

川西も１か所でやられておって、猪名川町

なども１か所で、これは生駒病院さんが預

かっておると、大きな病院で預かるという

のが多いかなというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  皆さん大都市なので利用人数も多いかと

は思うんですけれども、１か所の近隣にお

願いするのではなく幅広く連携をしておけ

ばいけるのかなと思ったりもしますので、

また積極的に取り組んでいただきたいなと

思います。 

  ではごめんなさい。次、行きますね。 

  では２番に戻ります。よりよい暮らしへ

マイナンバーカードで何ができるという、

上げさせていただいております。 

  町での個人番号カードの普及率はいかに

ということを聞きたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  マイナンバーカードの普及率ということ

でございますけれども、令和３年７月３１

日現在の本町の個人番号カードの普及率は

４4.５％となっております。人数にします

と述べで8,６１１人でございます。ただ、

この分母というのは国の指定によりまして

令和２年１月１日現在で計算しております

ので、若干数字は違ってくるかなというふ

うに考えております。 

  また、令和３年７月３１日現在の申請者

数は１万２５人というような状況でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  全国平均が２8.３％と、４月１日現在で

の報じられておりますので、それよりもか

なり高い数字の普及率になっているなと思

います。 

  四つのメリットとして、身分証明書とし

て利用できる。それから住民票など各種証

明書をコンビニエンスストアで取得できる。

ネットで書いてあるんですね。ネットでの

確定申告が可能になるよとか、マイナポー

タルが利用できる、マイナポータルってい

う感じなんですけど、利用できるとメリッ
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トのことが書かれております。でもなぜ普

及しないのかということになりますと、ま

ずマイナンバーカードの前に通知カードと

いうのがあって、もうあれで十分事足りて

ますという方と、それから、もしそれを持

ったとき、そのカードを紛失したときの場

合の悪用が怖いっていう理由。それから、

あんまりメリットが少ないんじゃないのっ

て考えられているので普及率があまりない

というふうに報じられてはいるんですけど、

さて国民の利便性の向上、それから行政の

効率化、公平公正な社会の実現をうたいま

す。その結果はというのを聞きたいんです

けど、国民の利便性の向上って言われます

と、自分自身感じるのは、社会保障関係の

各種申請を出すときに、このカードに変え

ておけば裏表のコピーだけでほかの自分を

証明するものが、書類が１枚減ったという

感じのところは実感としてはあります。も

しそれがなかったら運転免許証であるとか

もう一つ何かつけるとかいろいろあるんで

すけど、それが減ったのかなというのはあ

るんですけど、あとはどうなってますか。

どこか便利なところありますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  マイナンバーカードのメリットというと

ころでございますけれども、残念ながら今

現在、豊能町におきましてはそういったは

っきりとこういうメリットがありますとい

うのが今の段階ではまだ構築されておりま

せん。ただ、全国的には、健康保険証とし

て利用できるような制度が今、構築されて

おります。令和３年秋頃よりというふうな

ことも言われております。また、令和６年

度には運転免許証との一体化や海外転出を

しても利用できるような制度も開始される

というようなことでございます。ほかにも、

各自治体により行政サービスのオンライン

での申請や手続ができるようシステムの構

築がなされているところです。マイナンバ

ーカードはカードとパスワードで管理され

ていますので、システムが構築されれば、

議員おっしゃるようにいろいろなサービス

が享受できるようになるのではないかなと

いうふうに思っております。また国では災

害時にマイナンバーカードを活用した本人

確認手段の導入が検討されています。カー

ドが普及した際にはＩＣＴを活用した避難

所業務の効率化等としての活用も期待され

ているというようなところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  まだまだこれから進んでいくべきところ

で、令和６年度には運転免許証とひも付け

できるよというようなことを今、お知らせ

いただきました。また次の災害時の行政支

援にどう活用するかというところでは本人

確認ができますよというところであります。

また、この間のコロナ特別給付金のような

給付金を受け取るときに窓口がすごい騒ぎ

になっておりまして、パスワードが分から

ないっていう住民の方がたくさんいらっし

ゃいました。そういう給付金を受けるとき

にも便利なのかなと思います。 

  私も通知カードでいいやと思って替えて

なかったんですけど、その後ですね。その

混乱が収まった後にマイナポイントが付き

ますよっていうお知らせを頂いたので、あ

の5,０００ポイントにつられて替えました

私です。多分あのときに普及率がかなり高

まったんではないかと。やっぱり国と府と

町と連携してそういう施策を取り込んで便

利な世界にしていったらなと思います。 

  適正公正な課税に効果はあるのか、パン
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フレットにうたわれてるので聞いてるんで

すけど、ここはいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  適正な課税にというところなんですけれ

ども、マイナンバー制度は適正公正な課税

を目指しているという制度でも、議員おっ

しゃるとおりそういったものでもございま

す。特に町税の課税において、個人住民税

の課税なんかが最も活用しているところな

んですけれども、個人住民税の計算はこれ

まで、今もそうなんですが、確定申告書や

給与支払報告書、それから公的年金支払報

告書などの課税資料を基に行いますが、１

人に複数の資料が送られてきており、これ

を集約する段階でこれまでは手作業といい

ますか、そういったことで生年月日を調べ

たり名前を調べたり住所を調べたりという

ようなことをしていたんですが、このマイ

ナンバーカードを活用することで情報が一

元化がスムーズになりまして、これまでの

確認作業が大幅に減少し、作業効率の向上

と正確性の向上にもつながっているという

ところです。結果としまして課税の適正化、

公平化に寄与しているというふうに考えて

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  やはり尋ねてみないと分からないことが

いっぱいあるなと、今、実感しております。

作業効率が上がったよということでござい

ますね。 

  では年金などの社会保障を確実に給付で

きているのかということをお尋ねいたしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  年金等につきましては年金事務所のほう

でされてるということになりますけれども、

先ほどの住民税と同じように複数の年金基

金等から受給されているというようなケー

スもあろうかと思いますので、そういった

ことを考えますと、税と同じように集約の

段階で十分に活用されてスムーズな支給に

寄与されているんではないかなというふう

に思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  マイナンバーカードで町のデジタル化と

いうのも進めていける一つの手法かなと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

  次ですね。パンフレットにうたわれてい

るので聞くんですけど、とっても便利コン

ビニ交付サービスは実現できてるのかとい

うことを聞きます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  現在、マイナンバーカードによりコンビ

ニで印鑑証明などが交付できるサービスが

ございますが、豊能町では現在のところ導

入はしておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私も本当にあれなんですけど、マイナン

バーカードを持って住民票を出そうとして

窓口でこれでは出ないんですよと。印鑑証

明だったかな。何かマイナンバーカードあ

れば何でもできると思い込んでた私があれ
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だったんですけど、コンビニでも交付でき

るっていう市町村もありますよね。どうし

て豊能町はできないんでしょうか。何か登

録しない理由。多分、あなたの自治体はそ

ういうサービスに登録しておりませんとい

うのが出てきたというふうなのをちょっと

人のフェイスブックで見たりとかして思っ

たので取り上げさせてもらったんですけど、

町としてはこれからどのように取り組んで

いけばいいと思ってらっしゃいますか。何

をどうしたら登録できるのか。また、なぜ

登録しないのかをお答えいただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  コンビニ交付のシステムについては豊能

町でも導入できるかどうかを検討したこと

がございます。コンビニ交付のシステムを

導入するためには、システムの導入のため

にシステム変更の初期費用が約７００万円、

ランニングコストが年間約２６０万円かか

ります。それとは別に証明書を１件コンビ

ニで交付するたびに証明書の発行手数料が

かかることになります。豊能町内だけで申

し上げますと、豊能町内のコンビニエンス

ストアは役場の前に２件、吉川支所の近く

に１件と、３件ございます。ここで、例え

ば交付される方につきましては、恐らく役

場もしくは吉川支所に行っても、いわゆる

同じであろうと。そうすると住民サービス

の向上という点におきましては、夜間、い

わゆる役所の閉庁時である土日とか夜間に

そういった交付サービスを利用される方に

利便性があると考えておりました。その利

便性と先ほどのコストを検討した結果、導

入に至らなかったという経緯がございます。

ただ、時代は変化しておりまして、住民サ

ービスの向上という観点もそうなんですけ

れども、国においても手続のデジタル化を

進めておられるとか、あと業務の効率化

等々がございますので、今後検討する必要

があると考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そうですね。それを投じていったい何人

の人がっていう費用対効果を考えると思い

とどまったというのは理解はできます。 

  でも、以前、固定資産税それから軽自動

車税をコンビニ納付できるようにしていた

だけませんかって言ったときも、その同じ

ような答えを私は頂いております。でも、

近隣の、今ちょっと言えませんけど市町村、

近隣じゃないね、クラウド化することによ

ってそれが可能になってそこにシステムが

入り込んでできますよというふうに変わっ

たというのは聞いておりまして、何かの機

会にひょっとしたらうまくいかないかなと

思って今後も訴えさせていただきたいなと

思います。よろしくお願いいたします。 

  では、ちょっと順番変わっちゃうんです

けどデジタルついでに４番のデジタル決済

を取り入れてはいかがですか。そしてそれ

で事務の効率化を図りませんかっていう質

問に移らせていただきます。 

  ９月１日の発足ですね、デジタル庁が発

足されます。日本は行政のデジタル化が遅

れていると言われております。私もそうい

うことができるって分からなかったんです

けど、例えば民間ですね。そんなに大きく

ない民間でも取り入れております。一つの

本社が例えば神戸にあったとして、あと全

国で３６ぐらいの営業所があるというよう

な会社、株式会社でも取り入れておりまし

て、でも１年前ぐらいかな、やっと取り入

れたんですけど、物品購入でありますとか

そのようなものをデジタル決済でしており
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ます。企業間同士の請求書とかでも、最初

は印鑑でやり取りしてたんですけど最近は

そうでもなくてできるようになっておりま

す。 

  さて、町では今も印鑑決裁と聞きます。

デジタル決済を取り入れて事務の効率を図

ってはいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  デジタル決裁の取り入れの件でございま

すが、決裁文書には例えば申請書であると

か他市からの資料など、紙の添付資料があ

ることが多くなっております。その資料を

つけて決裁を回すということになりますの

で、例えば他市でもその電子決裁を取り入

れてらっしゃる自治体の方もいらっしゃい

ますけれども、電子決裁が１００％実施で

きるわけではなくて、例えばその紙ベース

の資料をわざわざスキャニングして電子化

するもしくは紙のまま別途閲覧という形で

回しておられる実情があるようです。一方

導入コストやランニングコストにつきまし

てはまた一定の費用がかかります。事務の

効率化と費用対効果を検証した結果、これ

も過去には検討したことはあるんですけれ

ども、今すぐの導入のほうは考えておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そうですね。添付書類っていうのはあり

ます。でも複合機でＰＤＦ化して、そして

メールとして飛ばすっていう手もあります

し、その電子決裁の中に添付するっていう

方法もありますし、全部ができなくても例

えば簡単な物品購入とかそういうところで

取り入れてもどうかなと。これから全国の

動きとして出てくるのかな、それに乗っか

って町もそうやってできていくのかなとい

うふうに見てはいるんですけど、例えば吉

川支所と本町を、今も行ったり来たり文書

がしているって聞きますけど、例えば全部

が無理だとしてもデジタル決裁を取り入れ

てすれば車を動かさなくていいから環境に

も優しいし、また事務の効率化も図れるん

じゃないかなと思うんですけどいかがでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  吉川支所等々の事務のやりとりでござい

ます。現状ではやっぱり証明書であるとか

各種届出の申請書など、吉川支所におきま

しても紙ベースの文書が多いという側面が

ありまして、これらを全てデジタル申請に

することを考えるのは現在では難しいと考

えております。ただ、先ほども述べました

ように、現在、国のほうが主導して行政手

続のデジタル化を図っておるなど、時代の

動きはどんどんデジタル化に向けて進んで

おります。現在すぐに導入というのは難し

いかもしれませんけれども、将来的には導

入の検討が必要であると考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ではここに、挙げさせてもらうので聞く

んですけど、コロナ対策の補助金っていろ

いろあったと思うんですけど、対面じゃな

くってデジタル決裁というのも結構有意義

かなと思います。このメニューに合うかな

と思うんですけど、もう使い切ってしまっ

てないんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金に関する事業につきましては、

５月会議におきまして補正予算案を提案し、

可決頂き、今現在実行に移しているところ

でございます。この交付金につきましては

テレワーク等を見据えた行政のＩＴ化など

に充当することも可能でありますので、そ

ういった目的に使用するところは可能であ

ると思います。しかし議員おっしゃったと

おり、５月の補正予算、あと９月に今回の

補正予算で上程をさせていただいておる事

業が一定ございまして、それによって今年

度の配分は今現在のところ使い切ってしま

う予定となっております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  頑張って皆さんのために使いましたと。

９月に議会も上げてますけど、それで使い

終わる予定ですよっていうふうに聞いて、

取りこぼしなく使っていただいてよかった

なと思います。今まだこれからなんですけ

ど、繰越はされてましたけど図書館の空調

整備とか、整備しなきゃいけないところを

やっぱり国のお金でコロナの対応で助けて

いただけるというのは、申し訳ないけど、

ごめんなさい、町民にとってはいいかなと

考えてしまいます。 

  では、一番最後に上げさせてもらってま

す。ごめんなさいね、まだしてない質問も

あるんですけど、ちょっと順番を変えて一

番最後の質問になりますが、不妊治療に補

助は考えないのかという項へ移らせていた

だきます。 

  府では３０万円、国からの制度で不妊治

療助成金というのがございます。あるんで

すけど、この間パンフレットを見させても

らいました。豊能町と池田泉州銀行との子

育て応援事業において、妊娠・出産・子育

て資金への融資に対する金利優遇と利息の

一部補助っていうのは取り組もうとはされ

ているのは見ておりますが、これってお金

を借りられた人しか受益者になれないんじ

ゃないかと。例えば他市町村、いってね、

そこはお金持ちの市じゃないかって言われ

るかもしれません。そういう質問をすると

行政がげんなりするんだよっていう話を聞

いたことはあるんですけどあえてさせても

らえますと、例えば守口市さんではその３

０万円プラス自己負担額の２分の１、ある

いはそれを上限で例えば５万円まで出して

ますよとか、和泉市さんもそうです。その

府のお金を引いた後の額に上限５万円まで

出していますっていうような制度を導入さ

れております。やはり池田泉州銀行さんと

のその話も一つの手としてはあったのかも

しれませんが、やはりお金を借りられない

とその受益者になれないという悲しい部分

は、こういう方法で解決していただきたい

なと思います。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  豊能町と池田泉州銀行との子育て応援事

業につきましては、今年３月に締結いたし

ました未来へのまち活協定に基づきまして、

不妊治療に限らず、妊娠、出産から子育て

期の家庭の経済負担の軽減を図るため、当

初１年間の借入金の年利２％相当額を１世

帯につき通算６万円まで補助をするもので

ございます。 

  不妊治療の補助につきましては、国にお

けます補助事業で、不妊に悩む方への特定
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治療支援事業といたしまして、直近では今

年１月から対象の拡大が図られております。

以前は所得制限等ありましたけれども、こ

れの撤廃等がなされており、内容といたし

ましては、通常の治療法によっては妊娠の

見込みがないかまたは極めて少ないと医師

に診断された場合、体外受精などの特定不

妊治療に要する費用の一部が助成されるこ

ととなっております。 

  なお、申請につきましては大阪府池田保

健所のほうへ行っていただくこととなって

おります。またさらに現在国において不妊

治療の保険適用について作業が進めておら

れますことから本町独自の補助については

今のところ考えておらないというところで

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  厚生労働省のホームページを開きますと、

改正前と改正後というのが見られます。府

池田保健所に言って、そして３０万円の補

助金を受けることができます。また、今ま

で所得制限がかかっていたのが、７８０万

円だったのが所得制限がなくなったという

のもありますし、これからなんですけど保

険適用もあるよというのは分かります。た

だ、町としてそのような、報道資料として

見せていただいたんですけど、お気持ちが

あるのであれば、私はそのお借りになった

方の補助ではなくて、やはり直接的な補助

を町で少しでも、例えば上限５万円でなく

ても考えていただけたらなといってここに

上げさせていただいております。すごくそ

ういうお子さんを産み育てるというのが今

すごく自然にできないような時代というの

かな、きてるのかなというのがすごくひし

ひしと思うんですね。そして彼女たちの多

くは正職員として働いておりまして、その

受診に通う時間というのが夜の９時だった

り１０時だったりっていうようなこともあ

ります。その後いろいろな適性検査とかす

るのに、今まではお金全部自分負担で保険

適用ではなかったのでかなり高額にはなっ

ておりました。その部分は救われていくの

かなとは思うんですけど、一つの受精卵を

着床させるのに７０万円、８０万円と聞い

ておりまして、１回の成功率というのがか

なり低くって、本当に子どもが欲しいと思

ってても、その高額な金額で断念するって

いう若い御夫婦もいるっていうのは聞いて

おりまして、やはりそういうところを少し

でも救って差し上げられたらなと。豊能町

が出生率が低いって言い続けてるんではな

くて、それに向かって町の仕組み作りとし

て、お金を借りる人だけじゃなくてもうち

ょっと直接的に支援してあげてほしいなと

私は思うんですけどいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御提案ありがとうございます。 

  これは国も最大の課題として取り入れら

れておられます。我々も、町だけではなく

て、我々の町の責任というのは国全体がそ

ういうような仕組みをしっかりと構築する

ということが非常に重要でございますので、

これまでも町村長会のところから同じよう

に要望もさせていただき、これは市町村の

ところでやはり要望していきましょうとい

う形になっておりますので、そちらのほう

で要望をこれからも強化させていただきた

いというように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 
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  強く要望していただけると。もちろん国

があって府があって、そして町で一生懸命

していただけるっていうことが一番大事で

すので期待しております。 

  これで一般質問を終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で井川佳子議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１０時３５分といたします。 

（午前１１時２２分 休憩） 

（午前１１時３５分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  それでは、議長より御指名を頂きました

ので、これより一般質問を行います。 

  まず初めに、持続可能な財政運営につい

て質問します。 

  ２０２０年、新型コロナウイルスの感染

拡大によって世界は激動の時代に突入して

おります。そのような中で新型コロナウイ

ルス感染症の対応で自治体財政も非常に厳

しくなってくることが予測されております。

危機的な財政状況にある我が国であります

けれども、新型コロナ感染拡大防止そして

経済回復に加えて財政健全化など、そのい

ずれも実現しなければならない厳しい戦い

を強いられていることとなっております。

今後さらにこの新型コロナウイルスの影響

により、景気の停滞などによって自治体で

は税収が落ち込む一方で、コロナ対策の医

療体制の整備や検査の体制の整備、そして

雇用の確保などで支出が膨らむ可能性があ

ります。そのため財源不足は過去最大だっ

たリーマン危機後の規模を超えると予測さ

れています。財政の基本は住民生活や経済

活動などを守ることでありますが、今般の

ような危機的な状況の中、自治体では支出

が様々な理由によって増加している状況で、

財政危機が懸念されております。例えば財

政収支が赤字に転じますとその自治体は赤

字団体と呼ばれ、赤字団体にならなくても

自治体の債務である地方債残高が大きく増

加しますと、近い将来それは公債費の増加

として自治体財政が硬直化していくのです

が、自治体財政にとって赤字は避ける必要

があり、法律的にも自治体は赤字予算が組

めないと解釈されております。財政の持続

可能性を保つためには歳入を歳出が上回る

赤字の状態にならないようにしなければな

りません。本町の財政の各指標や実質単年

度収支の赤字が続いていないのか、経常収

支比率が高くなっていないのかなど、近年

の傾向と本町の財政収支、黒字・赤字の状

況について伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町の財政収支状況について、実質収支

は黒字を確保しておりますが、実質単年度

収支につきましては平成２８年度から令和

元年度まで赤字が続いております。また、

経常収支比率につきましても平成２８年度

以降増加傾向にあり、平成３０年度、令和

元年度は２年連続で１００％を超える状況

となりました。特に大きな要因といたしま

しては、歳入面におきましては少子高齢化

に伴う町税の減など、経常一般財源が減少

傾向にあったこと。歳出面におきましては、

人口急増期に採用された職員が平成３０年

度から令和２年度にかけて定年退職のピー

クを迎えたため、退職手当の増加などを要

因として人件費が増加したことによるもの

です。令和２年度におきましては普通交付
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税や贈与税交付金などの経常一般財源が増

加したことにより経常収支比率につきまし

ても９9.８％となりましたが、人口減少・

少子高齢化により町税収入の減少は変わっ

ておらず、財政調整基金の取崩しによる財

政運営を行わざるを得ない状況で、非常に

厳しい財政状況となっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今、部長の答弁でも、本町は非常に財政

調整基金を取り崩していて厳しい財政状況

ということでありますけれども、財政危機

に陥る理由として幾つか考えられるんです

が、一つは近年の自然災害や感染症などが

発生しておりますけれども、このような場

合は産業全般にわたり急激な景気後退が起

きておりますし、またこの経済状況の急変

というのは２００８年のリーマンショック

のように金融業を中心とした業績悪化がき

っかけになることもあります。このときは

ほかの産業の後退へと連鎖していき、景気

後退となったのですが、一方で近年の自然

災害や新型コロナウイルス感染症などの影

響によって経済が急激に悪化した場合、法

人関係税制等も急減しますし、このような

状況下では住民生活や地域内の産業を支え

るための歳出増加が求められてくる一方で、

地方税収が急減し、そして先ほどの答弁に

もありましたように、財政調整基金残高も

急減し、さらには自治体の借金の増加とな

れば財政の持続可能性の観点からは財政再

建に取り組む必要がある状況となります。

交付団体であれば地方交付税によって一定

程度まで補塡されますけれども、しかしこ

の急減の規模によっては影響が残り続ける

可能性がありますし、収支が悪化した場合、

実質収支比率の低下といった形で現れてい

きますが、例えば実質収支がマイナスとな

っている場合は赤字団体となります。近年

この赤字団体の数は減少してきており、直

近の令和元年度はない状況でありますけれ

ども、実質収支が赤字でないことは自治体

の収支健全性の最低条件とされております

が、次にこの基金の一般会計への繰入を取

り除いた実質単年度収支の赤字についてど

のように考えているのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  例えば大規模な建築工事を行ったりして

投資的な事業に対して費用が多額になった

場合、一時的に実質単年度収支が赤字にな

る、こういった想定がある自治体は例があ

ると思い、ある程度想定されることである

と思います。しかし本町の場合、財政調整

基金の取崩しによる財政運営が連続して２

８年度から行われており、基金の取崩しに

よる財政運営が継続して続いている、この

状況については問題があると考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  財政調整基金の取崩しが本町は複数年連

続して続いているということなんですけれ

ども、総務省の地方財政白書によりますと、

全国の自治体の収支状況は、一番大切な指

標である実質収支についてはほとんどの自

治体で赤字が発生しておらず、これに対し

て単年度収支では市町村の４9.１％、そし

て実質単年度収支では市町村の５9.４％が

赤字を出している状況となっています。単

年度収支や実質単年度収支は企業で例えま

すと毎期ごとの黒字や赤字の増減額を表し

ているんですが、これは自治体においては
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毎年度、多額の黒字が出ているということ

であれば住民サービスが低いということに

つながり、黒字の増加が決して望ましいこ

とではないのですけれども、しかしこの実

質単年度収支の赤字が複数年にわたって連

続している状況というのは、企業で言えば

毎期の利益がどんどん下がっている状態を

示していることになります。このような状

況が続きますと、その企業はいずれ赤字と

なり、内部留保などで補塡しても底をつい

て補塡できない状況まで追い込まれてしま

うのですが、本町の場合も表面上は実質収

支が継続して黒字であっても、それを財政

調整基金で補塡していれば財政危機が進ん

でいるということが分析できるのですが、

複数年続くこの近年の実質単年度収支の赤

字の推移から楽観的に捉える状況ではない

と思いますが、どのように取り組んでいく

のか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町の今、置かれている状況から即効性

のある歳入増加策が現在困難である状況で

あります。したがって歳出の削減に重点を

置かざるを得ない状況でありますが、それ

につきましては豊能町行財政改革プラン２

０１９、またその中に示されております公

共施設再編などを進めることによりまして、

経常的な経費の圧縮に伴って基金の取崩し

を行わない財政運営を行うことが必要であ

ると考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  基金の取崩しに頼らない財政運営という

のは非常に財政健全化に向けて重要になっ

てくると思います。例えば近年のこの自然

災害や新型コロナウイルス感染症の拡大な

どで、非常時において経済状況が悪化して

いる場合には、急激な収支不足につながり、

この収支健全性の指標である単年度収支や

実質単年度収支が赤字となり、財政調整基

金残高が減少し、そして地方債残高が増加

することにもつながり、そして財政調整基

金が底をついてくると、やがてこの実質収

支が赤字となってくることや、経常収支比

率も１００％を超えてくるというような状

況の中で、先ほど答弁ありましたように歳

入増加が伸び悩むというか、非常に困難で

あるという事態になりますと、それぞれの

収支健全性に関する指標も悪化していくこ

とにつながると思います。さらに、これら

に対処するためにさらにまた財政調整基金

を取り崩すという状況が続いていくことに

つながっていくと思いますので、先ほどの

答弁にありましたようにこの基金の取崩し

に頼らない財政の健全化というところを目

指していくことで、本町の持続可能な自治

体財政運営というところにつながっていく

と思います。 

  例えば単年度収支の赤字がその年度だけ

の特別な事情によるものであれば特に問題

はないと考えられるのですが、一方でこの

単年度収支の赤字が何年も複数年連続して

続いて、この先も５年、１０年続いていく

状況になると非常に赤字解消財源を差し引

いた歳出規模を圧縮していくという必要が

ありますし、それは予算編成にも関係して

くると思いますが、現に本町はこの実質単

年度収支の赤字を補塡するために財政調整

基金の取崩しが行われておりますが、今後

町民にも正しい財政状況を伝えることが大

切で、さらなる行財政改革に取り組まなけ

れば新潟市や京都市のような財政危機の状

況になりますが、どのように検討し取り組

んでいくのか伺います。 



 

 2－18 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  住民の皆様に正しい財政状況をお伝えす

るということは非常に大切でありますが、

また非常に難しいことでございます。本町

の厳しい財政状況につきましては、決算状

況や財政推計を広報「とよの」でお知らせ

したりホームページでお知らせしておりま

す。特に昨年度から財政状況の見える化と

いうものを作成し、住民の皆さまに分かり

やすいように用語解説などを取り入れ、イ

ラストや写真、グラフなどを使用いたしま

して財政状況や本町の掲げる課題、問題点

などの情報発信を行っております。今後、

こういった情報提供も含めて住民の方々に

丁寧な説明を行っていきたいと考えており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  今、答弁にありましたように、この財政

用語というのは非常に専門的で難しいので、

用語解説やイラストなどを加えて住民の皆

さんに正しい財政状況を伝えていくという

ことは非常に重要なことであると思ってお

ります。 

  先ほど事例に上げました新潟市なんです

けれども、新潟市は２０１７年の予算策定

の段階で突如として２０１８年度の予算が

１１９億円もの一般財源が不足するという

見通しを発表しております。この数字は実

質収支の赤字額に相当するもので、１１９

億円という不足額への対応が急に迫られる

ことになりました。なぜ突然このような事

態に陥ったのかというと、それはもっと以

前から分かっていた財政危機の進行にメス

を入れてこなかったために生じた事態とな

りました。２００７年から２０１６年度に

おける新潟市の実質単年度収支の推移は複

数年にわたって赤字が発生しており、その

赤字の規模は単年度で２０億円から６０億

円に上るなど膨大な金額でありました。そ

してこの実質単年度収支の赤字を埋め合わ

せるようにして財政調整基金が取り崩され

ている状況であったのですけれども、新潟

市は体質的にずっと以前から赤字を抱えて

いる財政構造であったのですが、それを財

政調整基金の取崩しにより何とか財政運営

をしてきた状況で、このような兆候が認識

された段階で新潟市は早く手を打つべきで

あったのですが、それを先延ばしにしたこ

とにより突如として市民の前に知らされる

こととなりました。最近では京都市の財政

危機がニュースで報じられております。世

界的に観光地で有名なこの京都市の財政危

機のニュースは私も大変驚きましたが、京

都市も債務がかなり増大しており、新潟市

と同じで財政調整基金で赤字を補塡してい

たところが、赤字を補塡する財政調整基金

がなくなってしまっている状況となってい

ることが指摘されています。財政調整基金

はなくなると取り崩せません。最近報道さ

れている京都市など、財政破綻の前には基

金がなくなる状況となっています。この財

政危機の足音を察知するには、実質単年度

収支の赤字額が大きく、それが複数年度に

わたって続いていないかどうかを確認する

ことが重要ですが、本町も同じようにこの

実質単年度収支の赤字が複数年にわたって

続いている状況です。大阪府の豊能町中長

期財政シミュレーションによれば、本町の

財政調整基金は残高が減っていく傾向にあ

り、あと数年すれば枯渇する状況でありま

すが、どのように考えて今後改善に向けて

取り組んでいくのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  大阪府の中長期財政シミュレーションに

つきましては、決算統計などの数字を用い

て大阪府が作成、公表したものでございま

す。シミュレーションによりますと、令和

４年度には財政調整基金残高が底をつき、6,

６００万円のマイナスになり、令和５年度

には実質収支額がマイナス７億5,７００万

円となり、早期健全化基準団体に転落する

シミュレーションとなっております。この

シミュレーションにつきましては、町が作

成する財政推計とは試算方法などが若干異

なる部分もございますが、財政調整基金の

残高が年々減少していくという状況につき

ましては、年数は違いますが同じ傾向を示

しているところでございます。本町におき

ましてもこれから行財政改革プラン２０１

９や公共施設再編の実施を行っていき、事

業全体にわたり必要性を再度見直した上で

持続可能な財政運営を目指してまいりたい

と考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  この大阪府による豊能町中長期財政シミ

ュレーションによれば、先ほどの答弁にあ

りましたように、財政調整基金が減少して

いく傾向というところと、非常に今後５年

後、１０年後の単年度の財源不足額も膨ら

む一方となっています。そのため、先ほど

の答弁にもありましたように、この行財政

改革。歳出を少なくしていくことも重要で

すし、歳入増加というのは困難であると思

いますけれども、そのどちらも取り組んで

いかなければならないと思います。 

  例えば、新潟市や京都市と状況が違いま

すが、夕張市は税収の７０％を借金の返済

に回している状況です。新潟市や京都市の

事例は財政危機の前には基金が枯渇してい

る状況が共通点として上げられます。この

財政危機の足音を察知するには実質単年度

収支の赤字が複数年にわたって続いていな

いかどうか、財政調整基金の残高が減って

いく傾向にないか、そして一般財源が増え

ない一方で人件費、扶助費、公債費などの

義務的な経費の負担が増加する傾向にない

のか、このような傾向が見られる場合は歳

出を見直していくための行財政改革が必要

となります。一時的な応急措置ではなく持

続可能な財政運営についてどのように取り

組んでいくのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  一時的な応急措置ではなく持続可能な財

政運営を行うためには、本町の場合、経常

的な経費をいかに圧縮するかというところ

が必要になります。歳出の削減につきまし

ては豊能町行財政改革プラン２０１９であ

るとか、公共施設再編を進めることにより

まして、事業全体にわたり必要性を再度見

直し、経常的な経費の圧縮につなげていき

たいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  財政状況資料集などで本町と類似団体を

比較しますと、地方債現在高は少なく債務

負担行為支出予定額が多くなっている状況

です。ですので現在債務総額が増加してい

る状況ということが分かるんですが、決算

カードによる経年比較分析では、財政調整

基金残高が減少し、本町の持続可能性が向

上している状況ではないと分析することが

できます。一方で地方債残高は減少してお
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りますが、債務負担行為支出予定額が大幅

に増加しています。ですのでこの債務の点

から本町の持続可能性も低下している状況

だということが分かるのですが、緊急時の

自治体財政の運営も含めて財政の黒字は基

金に積み立てることで将来の財政運営の安

全を確保することも大切であるが、本町は

どのように検討しているのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  基金への積立につきましては、会計年度

におきまして剰余金が生じた場合は、地方

財政法の規定によりまして２分の１をくだ

らない額を財政調整基金に積み立てており

ます。基金を取り崩さない状況で歳入の額

が歳出を上回ると余剰金が発生し、黒字額

を積み立てることが可能となりますが、現

状では本町の場合、基金を取り崩して財政

運営を行っておりますので、黒字額を余剰

金として積み立てることができない状況と

なっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  黒字額を余剰金として積み立てることが

できない状況という答弁でありましたけれ

ども、類似団体と本町をこの財政調整基金

と減債基金の合計額で比較しても非常に少

ない状況で、特定目的基金も少ない状況で

す。そのため、本町の基金が十分に確保さ

れているとは言えない状況だということが

分かるんですが、またこの健全化判断比率

の４指標が健全だから大丈夫なのかという

ことなんですけれども、私たちの健康診断

と同じように自治体の財政診断をすると、

大病で大手術をするまでいかなくても数値

が悪化していれば、その病気の原因を改め

ないといずれ取り返しがつかない大変な状

態になる可能性があると思います。自治体

は景気の影響も受けますし、景気が落ち込

んでくれば歳入も低下していきます。一方

で景気低迷期でも住民生活を守る衛生や福

祉、教育などの仕事はこれまでどおりの水

準で実施する必要がありますし、景気低迷

による人々の所得低下や中小事業者の経営

悪化などへの対応のための財政支出も増え

てくることが想定されます。収入の減少と

支出の増加が同時に生じるようなときでも

対応できるように、自治体は自然災害や新

型コロナウイルス感染症など、緊急時に対

応するための貯金となるこの財政調整基金

を準備しておく必要がありますし、この基

金を積み立てることで近年の災害時、そし

て感染症、景気低迷期の歳入の減少や支出

の増加などに対応することが可能になりま

すので、このような視点から今後の対策を

お願いしたいと思います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  それでは次に行財政改革について質問し

ます。 

  自治体財政には様々な指標がありますが、

経常収支比率が高いと将来に向けた投資な

どに充てる財源が少ないということになり

ます。自治体の財政運営では、経常収支比

率が高いということは地域の発展に向けた

政策的な経費に充てる財源が少なくなると

いうことを示しております。その逆に経常

収支比率が低ければ弾力的に政策が展開で

きるということになりますが、この自治体

財政の最も基本的な指標である義務的性格

の強い経常的経費に経常一般財源がどの程

度使われているかを経常収支比率は見る指

標でありますが、経常収支比率が高いほど

財政が硬直化している、余裕がない状況と

分析できます。本町の経常収支比率は１０4.

２％と全国的に比較してもかなり高い状況
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でありますが、経常収支比率の高さとその

内容について伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町におきまして令和元年度の経常収支

比率は１０4.２％となっております。これ

は人口減少や少子高齢化に伴いまして経常

一般財源が減少していること、あと退職者

の増によりまして定年退職に係る退職手当

の増加によりまして人件費に係る経常経費

充当一般財源の増加が原因であると考えて

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  令和元年度は経常収支比率が１０4.２％

ということで、今、答弁があったんですけ

れども、この経常収支比率は昭和４０年代

頃は道路などのインフラや公共施設などの

投資により人口増加や経済成長に追いつか

なかった時代は低いことが妥当とされて、

市町村では７５％を超えるとイエローカー

ドと言われておりました。しかし現在のよ

うにインフラや公共施設が整備されている

時代は、それらの維持管理費が非常に大き

くなっており、この数値が当てはまらない

状況となっており、維持管理費に係る経費

である人件費や物件費が経常的経費として

経常収支比率が高止まりする傾向にあるん

ですけれども、この数値が高いほど地域を

豊かにしていける財政状況を示す弾力性が

低いということを意味しますが、類似団体

では９0.７％が平均とされており、それと

比較すると本町は令和元年度は高い状況と

なっています。人件費、扶助費、公債費な

どの義務的経費があるのですが、今後これ

らの義務的経費の歳出が増加する傾向が続

くようであれば、さらに財政が硬直化に向

かう可能性が高くなると思います。本町の

歳出については人件費と扶助費、物件費、

維持補修費が類似団体と比較して高い水準

となっています。歳出状況については人件

費と物件費をセットで捉えることで一般会

計の実質的な人件費の大きさを見る必要が

あると思いますし、補助費等が高い状況で

ありますけれども、これは公営事業や一部

事務組合への歳出でありますので、一般会

計とこれらの各会計との関係に注意する必

要があると思います。また今後の人口減

少・少子高齢化は自治体の財政にどのよう

な影響を与えるのかということも検討して

いく必要があると思います。 

  自治体を取り巻く環境の人口変化につい

ては、戦後、１９４６年から２００５年ま

での間は日本は人口が増加し続けましたが、

この時期に生産年齢人口も急増期となり、

１９９５年まで人口は増え続けました。生

産年齢人口の総人口に占める割合の増加が

経済の発展に大きく貢献し、経済の発展に

よって歳入が増加した時代でありましたが、

この時代に道路やインフラなどの建設整備

と人口増加に対応するために学校校舎や庁

舎などの施設を建設してきた時代です。そ

の後、出生数がだんだんと減り始め、人口

の増加割合が鈍っていき、２００５年から

人口減少に転じる状況となっております。

そして現在、少子高齢化社会が進んでいる

のですが、社人研によりますと、高齢化率

は２００５年には２０％を超えて、２０２

０年現在では２8.７％と、これは世界最高

の高齢化率となっています。人口減少に加

えて短期間で人口高齢化が進んでいる状況

であり、さらに２０４０年には高齢化率が

３5.３％になると見込まれています。約７

割の自治体で総人口が２割以上減少し、６

５歳以上の人口が４０％以上を占める自治
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体が半数近くになると予測されています。

経常収支比率とも関係しますが、今後の財

政収支は人口と連動して町税が減少する一

方、地方交付税など一般財源が大幅に増え

ない中、人件費、扶助費、公債費などの義

務的な経費の負担が増加する傾向にないか、

本町の財政健全化へ向けた対策について伺

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町の経常経費における財政収支につき

ましては、歳入面では自主財源の大部分を

占める地方税につきまして年々減少傾向が

続いています。一方で普通交付税の額は税

収の減少に伴いやや増加傾向にありますが、

過去におきましては減少している年もあり、

国の施策により左右されます。一方で歳出

におきましては人件費、扶助費、公債費の

義務的経費につきましては年度ごとに若干

増減はあるもののおおむね増加傾向にござ

います。人件費につきましては特に平成３

０年度、令和元年度、２年度と定年退職を

ピークを迎えたことによる退職手当の増と

いうのが大きな要因となっておると考えて

おります。今後、豊能町行財政改革プラン

２０１９などにより経常的経費の削減に努

めて、持続可能な財政運営を目指してまい

りたいと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  大阪府による研究では、人口の将来予測

から想定される市町村の自治体行政の課題

として、介護サービスの需要増加、高齢者

支援ニーズの増加、多様化、生活困窮者の

増加、支援を必要とする子どもの増加、保

育サービスの需要増加、空き家の増加、道

路下水道などのインフラ、学校庁舎等の公

共施設の老朽化の進行、そして南海トラフ

巨大地震が３０年以内に発生する確率が７

０％から８０％とされており、これまでに

ない規模の豪雨などにより浸水、洪水被害

など、大規模災害の発生リスクの上昇など

が挙げられています。また、人口変動と高

齢化の進行により、自治体には歳出面に与

える影響として扶助費の増加、社会保障関

係費の増加が予測されており、大阪府下で

もトップレベルの高齢化率の本町において

は今後、これらの民生費や社会保障費が増

加する傾向になるのではないかと思ってお

ります。生産年齢人口の減少に伴う経済規

模の縮小によって歳入が減少する一方で、

高齢化によって社会保障支出が増加してい

くことが予測されておりますが、このよう

な時代の人口減少や少子高齢化の時代は自

治体に様々な大きな影響を及ぼすと懸念さ

れております。人口の将来予測による自治

体の影響について多くの自治体が検証して

いるのですが、例えば先ほど申しました大

阪府による検証は非常によりよく様々な見

通しについて研究しておりますし、本町に

おいてもこのような報告書をもとに将来の

人口変化による本町の影響について分析し

ていくことが重要ではないかと思います。

具体的にはこの経常収支比率が高いほど公

共施設やインフラ整備などの建設事業へ回

すための財源が確保できなくなる状況と分

析できますが、歳出を見直すための行財政

改革が必要でありますが、具体的な行財政

改革についてどのように検討しているのか

伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  現在は、財源不足を補うため、基金の取
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崩しによる財政運営を行うこととなってお

り、基金残高につきましても年々減少して

おります。特に必要であります歳出の削減

におきましては豊能町行財政改革プラン２

０１９、特にその中の公共施設再編などを

進めることによりまして経常的な経費の圧

縮に努め、基金の取崩しを行わない財政運

営を行うことが必要であると考えておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  公共施設の再編などを検討しているとい

うことでありますけれども、今後の本町の

人口変動と高齢化の増加により超高齢化社

会が進行していく一方で、現役世代が減少

していく中、老朽化した公共施設の再編な

ども検討していかなければならない状況な

んですけれども、本町の経常収支比率も全

国平均と比較して高い状況で、そのため、

経常収支比率を下げていく必要があると思

いますが、特に本町は人件費が高く、類似

団体との比較では一番高い状況となってお

りますが、早急に改善するべきではないか

と思いますが、どのような状況なのか伺い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  令和元年度財政状況類似団体比較カード

におきまして、人口１人当たりの職員給の

額を比較しますと、豊能町は５万5,７７０

円、類似団体では５万2,０６０円となって

おりまして、豊能町の人件費が3,７１０円

多く、類似団体と比べて高い状況になって

います。しかし、これを本庁、支所、施設

の区分で類似団体と比較いたしますと、本

庁、本庁というのはこの役場の庁舎とか一

般事務を行う本庁ですが、その職員級の額

は豊能町が３万1,１３１円、類似団体が３

万9,４１８円と、本町が8,２８７円少なく

なっております。一方、支所、出張所に区

分される職員給の額は、豊能町が2,２８６

円、類似団体が1,９９２円と、２９４円多

く、また、施設に区分される職員給の額は

豊能町が２万2,３５３円に対し、類似団体

が１万６５１円と、１万1,７０２円多くな

っております。このことは、豊能町特有の

地形や人口割合により吉川支所において本

庁と同じ行政サービスを提供していること、

また幼稚園、保育所や清掃業務において町

による直営により行われていることが要因

と考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  寺脇直子議員。 

○４番（寺脇直子君） 

  歳出の原則として収入の範囲で最大の福

祉を実現することとされておりますし、自

治体は国の財政統制制度に服さなければな

らない状況で、総務省の資料でも市町村の

目的別歳出の構成比が民生費が非常に高く

なっている状況です。また超高齢化プラチ

ナ社会が進んでいく中で歳出を見る場合は、

先ほどの類似団体比較カードなど、一般財

源の負担分なども分析して、それぞれの歳

出項目について一般財源でどれほど負担し

ているのかというその大きさを見ることが

非常に重要だと思います。例えば地方債が

財源として多い場合は公債費が将来の自治

体の一般財源の負担になりますし、人件費、

扶助費、公債費など義務的経費や維持補修

費、建設費、投資的経費などはその後の維

持管理が全て自治体の一般財源の負担で賄

わなければならないことに注意する必要が

あると思います。また、公共施設やインフ

ラ建設の経費も、主に地方債と国庫支出金

で賄われておりますが、完成後の維持管理
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経費は一般財源の負担となりますので、ト

ータルで歳出について分析していくことが

重要だと思います。財政状況資料集でも本

町の人件費部分が高いんですけれども、人

口1,０００人当たりの職員数は類似団体と

比較して高いわけではないのですが、人件

費部分が高い状況となっています。ラスパ

イレス指数も類似団体平均と比べて低い数

値で推移しているのですが、自治体の人件

費はトータルで総合的に捉えて改革してい

かないと意味がありませんが、どのように

分析しているのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  寺脇議員が御指摘のとおり、これは我々

も同じ課題を持っております。これに対し

て住民、歳出を抑えるというところと、も

う一つは歳入を増やすために人口増加、そ

れらを取り組んできますけれども、特に歳

出削減のところにおきましては住民の皆さ

んへの負担、または住民サービスへのマイ

ナス点というのもいかに少なくしながら取

り組んでいかないといけないかというとこ

ろは、これは住民の方々と一緒に考えなが

ら、またはこうだったらこういう形で解決

できるとかいう実際の活動をしていかない

といけないと思っています。町政懇談会も

含めて今回は公園の利活用とかそういうテ

ーマを上げさせていただいてますけれども、

それらも含めて住民の皆さんとしっかりと

共有をしながら歳出削減に努めていくとい

うことをぜひさせていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、寺脇直子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１１時３５分といたします。 

（午前１１時２５分 休憩） 

（午前１１時３５分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様、こんにちは。 

  ５番・管野英美子でございます。議長の

御指名を受けましたので、議員になって３

２回目、今任期最後の一般質問をさせてい

ただきます。理事者の皆様どうぞ分かりや

すい答弁をよろしくお願いいたします。 

  それでは１問目、中学校の給食の改善に

ついてです。 

  この質問は昨年１２月から４回連続です。

過去にも何度も問うています。生徒が業者

を見学して、作っている人とお話しして、

このようないつもの答弁はもう要りません。

この手法では改善がなされていません。温

めるには1,２００万円かかるが、それで食

べてくれるのか分からない。選択制にした

ら申込みが減るので運んでくれるかどうか

分からないとのこと。幾つなら幾らで運ん

でくれるのか、具体に数字をお示しくださ

い。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えさせていただきます。 

  幾つなら幾らで運んでくれるのかという

ことですけども、現在の契約では１食当た

りの調理と配送料は３８０円で、４４０食

分を基本として乗じた額、１６万7,２００

円を１日の基本料金として平成３１年２月
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に契約しております。このようなことから、

１日１６万7,２００円を支払えば、極端に

言いますと１食からでも配送してくれます。

ただし、給食と弁当の選択制にして、二、

三日前に注文を受け付ける場合には、先に

業者は食材を仕入れますので、給食を頼む

数が少ないと業者のほうで大量の廃棄が生

じ、ＳＤＧｓの取組にはなりません。例え

ば選択性でもデリバリー給食の希望人数を

一定期間固定された場合を計算しますと、

毎日１００食の給食だとすれば、基本の、

先ほど申しました１６万7,２００円を１０

０食で割ると、１食当たり1,６７２円の調

理配送料を要し、材料費が３１０円ですの

で１食1,９８２円となります。現在、１食

の材料費３１０円プラス調理配送費３８０

円が６９０円ですので、１食1,２９２円の

増額となりますので、公費負担の公平性か

ら考えると、この食数により問題があるの

ではと考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  1,９８２円のお弁当を１回食べてみたい

なと思うんですけど、2,０００円も出した

ら、私たちもランチ会っていうランチ行き

ますけど、2,０００円も出したら最後にコ

ーヒーまで付いてくるような、そういうも

のですね。この数字はちょっと費用対効果

もあって私たちも認めるわけにはいかない

と思うんですけれど、数字のことはちょっ

と置いといて、今後どうしていくのか。何

も策がないわけではないと思うので、その

対応をお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  今後の対応ということですけども、食べ

残しのおかずの実際の内容を見ますと野菜

がほとんどでございます。例えばゴボウサ

ラダやもやしとニラのソテーなど野菜が多

いメニューは残す量が多くなっております。

おかずは栄養士による栄養バランスと量を

考えて提供していますので、残渣が多い現

状を改善するには生徒の給食に対する意識

を変えていかないと残渣は大きく改善しな

いのではないかと教育委員会では考えてお

ります。改善策については、７月に両中学

校の校長や栄養士を交えて学校でのさらな

る取組を検討しました。中学校の校長が今

年１名代わっておりますけども、来られる

まではやはり給食のことを聞いておられて

心配されておったということですが、食べ

てみて、その聞いているような給食ではな

くて非常においしいということを言われて

いました。 

  それで、その中学校の校長と交えた取組

についての協議ですが、野菜の残渣が多い

ことから、温めることによる残渣減少の効

果は少ないと考えられることから、校長先

生から前向きな意見がございまして、授業

に食育の視点を取り入れた取組をより行う

こと。給食の時間は先生も一緒に教室で食

べますが、小学校のように食の指導も検討

すること。例えば生徒による食育に関する

ビデオなどの作成を行い、ＳＤＧｓを考え

て、給食を残さず食べようという取組を行

うことなどの意見がありました。これまで

も学校で様々な取組をしていますが、さら

に残渣の問題を生徒が生徒に問いかけ、生

徒が考えるような取組により、共働き世帯

の増加等社会環境の変化に伴い、成長期に

ある中学校給食が果たす役割は以前にも大

きくなっていることをしっかり考え、教育

委員会と学校が連携して取り組んでいきた

いというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 



 

 2－26 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  給食の時間さえ短いのにいつやるのかな

という疑問が残っていますし、先生の指導

というのは無理があるのかなと思うんです

ね。ちょっと写真を見せていただきました

けど、ゴボウサラダが残っていました。ゴ

ボウは繊維質があってお通じがよくなると

か、ホウレンソウに含まれている鉄分は牛

レバーと同じぐらい含まれている。鉄分は

赤血球を作る材料になり貧血予防に役立ち

ます。そうやって指導していただけるんで

すか。時間はあるんですか。私は見にいき

たいと思いますが、どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  当然、指導していかなくてはいけないと

考えております。とよの未来科というのも

今、今後やっていきますので、その中でも

地元の野菜の食べることとか、食育につい

ても取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今、いっぱいヤジっていただいて、お弁

当を作ったらええのにって私も若干思って

るんですけど、働くお母さんのこともあっ

たら選択制がいいかなということは思って

います。 

  それで、導入のときに教育委員会はこう

おっしゃっていました。生徒が同じものを

一緒に食べる。中学校は健全な成長のため

に必要な栄養素の量が一生のうちで最も多

くなっていく時期であり、より栄養バラン

スに配慮した給食を成長ざかりの中学生に

安定に提供することにより、生徒の一層の

体力増進と学力向上に寄与する。その指導

が有効なのか。時期を決めて、期限を決め

て、検証していただきたいと思っているん

ですが、今回の契約はいつまでですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  今現在行っておりますデリバリー給食の

契約ですが、令和５年３月３１日までの契

約でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  それから令和８年まで、学校が統合して

自校式の給食を頂くまでまだ３年あります。

ではその期限が切れる前にもう一度、保護

者、生徒、学校で一から考え直すというこ

とはできませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  先ほど申しましたように、令和５年３月

３１日ということで契約終了ですが、まだ

１年半ございます。今後、中学校ともより

密に連携しまして、先生の協力を得ながら

残渣対策に取り組みます。成果といいます

か、残渣対策の成果をこれから上げていか

なければいけないんですけども、あまり減

らないというような状況になりましたら、

次回の契約する際にはデリバリー給食の方

法をどのように行うか。例えば弁当の日を

設けるとかそういうことも含めて再度検討

していきたいというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  もっと早くやってほしかったなと思いま
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すが、令和４年の１学期くらいにもう見切

りをつけてといいますか、結論付けて、保

護者、生徒、学校、教育委員会で話し合っ

て、デリバリー給食をやめるのか、その辺

りを考えてほしいなと思います。 

  以前、うちらの子どもたちはお弁当を持

っていっていまして、作れない人は生徒手

帳に、今日はお弁当を作れませんでしたと

いって校門前で生徒手帳を見せたらオアシ

スまで買いに行けたんですね。だからそう

いう形もあると思うんですね。ですので、

ぜひあと１年ぐらいでちゃんと結論を出し

て、子どもたちがしっかり昼食をとるよう

に、前向きに進めてください。よろしくお

願いします。 

  続いて２番目の教育についてです。 

  漢字検定や英語検定の１回分の補助の廃

止、理科実験教室の大幅な減額、漢検・英

検は学力向上プラン、言葉の力向上推進の

事業です。理科実験は光風台小学校の学校

支援から始まった事業で、今では全４小学

校で展開していて、新しい科学の取組をや

っています。廃止や大幅な減額、この事業

に何か問題があったのでしょうか。漢検・

英検は通っている学校で受けられます。 

  そして私がちょっと関わっているので少

しお話をさせていただきたい理科実験につ

いて。教育委員会から依頼された事業です。

新しい科学の取組を児童に見せて一緒に実

験をしています。例えば水素で走る車。ト

ヨタのＭＩＲＡＩという車があります。オ

リンピックパラリンピックの聖火は水素を

使っているという報道もありました。実験

では水を電気分解して水素を作ってチャー

ジして車を走らせる。子どもたちにやって

もらいます。また、これは光風台小学校で

しかやっていませんが、超伝導体を液体窒

素で冷却、この液体窒素は窓を全開して先

生が買いにいかれます。磁石が浮上してい

る。そして浮上している磁石に電流を流す

とリニアモーターカーのような原理でとい

うことを子どもたちに見せています。さら

にテレビでおなじみのでんじろう先生がや

っている空気砲。穴のあいたダンボールの

中に煙を入れて横をぽんとたたくと煙が輪

っかになって体育館の端のほうまで飛んで

いく。子どもたちはそれを追いかける。そ

の穴が丸、三角、四角ならどうかというこ

とを実際にやってみて、子どもたちが目を

輝かせて実験に取り組む。そんなことをや

っています。２００７年から８年間は光風

台小学校の学校支援で、そのときの校長先

生が卒業生のために何かいいことやりたい

と言って、最初の２年はそうだったんです。

そして私がコーディネーターのときに教頭

先生と一生懸命作文を書いて、学校支援の

作文を書いて、お金を生んで４年から６年

生までやっていたという経緯があります。

また、教育委員会で伺ったんですが、ＧＩ

ＧＡスクール構想で、児童生徒にタブレッ

トを貸与すること。この事業において先生

のタブレットは児童生徒の減少で余ってき

たものを先生が使おうとしているとのこと

で、教育委員会会議では町費で先生のタブ

レットは賄ってくださいと強い要望もされ

ていました。漢検・英検・理科実験と韻を

踏んでいますが、その事業を始めたことは

それぞれ意義のあったことだと思います。

教育にかける費用を切らないでほしいと思

っています。これはほんの一例だと思いま

す。ほかにもあるのかもしれません。先生

が使用するタブレットについては今後補正

予算を上げてこられるのか。教育にかける

予算の面でどのようなお考えなのかお伺い

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 
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○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、理科実験教室に係る件と英検・漢検、

それと教員のタブレットについて御質問、

３点頂いております。 

  理科実験教室については元教員の先生が

中心になりまして、報告書等、私も、参加

したこともございますが見ております。理

科実験教室に関する補助金については国の

補助金を活用して、必要な資材の購入費用

や講師の方の講師謝金等を予算措置してき

ました。資材等については各学校に整備が

完了したものと思われ、人件費のみの補助

申請をできないことから、国の補助金申請

を終了させております。講師謝金について

は他の事業での講師謝金と一緒に予算組み

しており、予算内で執行してきたものでご

ざいます。町の財政状況を鑑み、講師謝金

については実績分のみと執行していますが、

今年度については他の事業との調整により、

担当課より減額がある旨お伝えしたという

ところでございます。しかし理科実験教室

で実施している様々な事業については、い

ろいろな現象が起こる実験ですので、子ど

もたちの理科離れが叫ばれて久しいですが、

子どもたちの知的好奇心を呼び起こして、

今後の進路等の選択肢の一つとして大事な

ものと認識しておりますので、今後は補助

金など支援方法を検討していきたいという

ふうに考えております。 

  英検・漢検につきましては、学力向上の

一環として、漢検は小学生を対象に、英検

は中学生を対象に、本町独自の補助事業と

して平成３０年度から令和２年度まで実施

してきました。本町の財政状況から当初２

年間の条件付きで実施しました実施形態を

検討することで３年間に延長してきたとこ

ろです。申込制にしていますが、全児童生

徒ではなく一部の児童生徒への参加費実費

の全額補助となっていることから、補助の

方法の見直しが必要になってくるところで

ございます。また、昨年度から新型コロナ

ウイルス感染症の影響で実施ができないか

もしれない状況で準備を行い、申込者の感

染防止対策として学校の教室に入る人数を

制限し、教室数を増加した関係でスタッフ

の人員確保が難しい状況になり、教育委員

会の職員を動員して昨年は実施することが

できた状況でございます。今後、実施して

いく場合には、実施場所や人員の確保、参

加費の補助率、一部実費を徴収する場合の

徴収方法等を検討する必要がございます。

今後は、保幼小中一貫教育校設置の際に学

校運営協議会を設立することになり、協議

会に運営などをお願いする方法も一つかと

考えておるところでございます。検討課題

が整理できた段階で再開を検討していきた

いというふうに考えております。 

  教員のタブレットにつきましては、昨年

の補助金におきまして４万5,０００円１台

でしたけれども、教員分にはつかないとい

うことでございました。それで教員分を除

いた小中学生の分を購入しております。教

員のタブレットについては購入していませ

んが、先ほど議員がおっしゃいましたよう

に、児童生徒の減少により余剰となったタ

ブレットを教員が使用したいと今のところ

考えております。町の財政もありますので、

現在のところそのように考えておるところ

でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  以前にも伺ったんですけども、漢検・英

検は個人の資格ということなので全額補助

じゃなくても私はいいと思っています。け

れども、自分の通っている学校で受けられ

るということ、それから補助金があったら
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親子で必死になって今のうちに受けときや

ということもあるので、ぜひ続けていって

ほしいと思います。 

  理科実験のほうなんですけど、謝金を頂

いてると言われましたけど、あれは全部材

料費になってて、水素で走る車というのは

すぐに潰れてて、それは買いましたけど、

今度またその謝金としてもらってる額は全

て材料費になっている。私たちも東のほう

へ来るガソリン代ももらっていないという

そういう状況なので、やっぱり子どもたち

があんだけ目を輝かせて授業にない理科を

体験できるというのはとてもいいことだと

思うので、ぜひ続けていってほしいと思い

ます。 

  それから、まち・ひと・しごと総合戦略

審議会の最初の会議の意見で教育がポイン

トとあります。西地区の売りは教育。あそ

こに行けば水準の高い教育を負担なく受け

られる仕組みを作ることであるとあります。

よく高齢者の方に、今年は北野に何人入っ

たと聞かれます。北野、豊中、池田を目指

してみんな勉強しているんだなっていうこ

とは過去からも今もそうだと思います。偏

差値の高い学校がよい、そんな時代は終わ

ったかと私は思いたいですが、やはり将来

に向けて選択肢が広がるのも事実です。何

を学ぶかということが大切だと思っていま

すが、まだまだ今の時代は難しいところか

なと思います。町の政策次第とも書かれて

います。小中一貫教育に集中しがちですが、

先ほどの給食と同様、今いる子どもに対し

てしっかりと取り組んでいただきたいと思

います。 

  そして町長に伺います。今の教育にかけ

るお金のことをどのように感じられたのか。

どのように今後していただけるのか。教育

にかけるお金のことでちょっと伺いたいと

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私の考え方ということですけれど、私は

就任をしてから教育について次世代を担う

子どもに対する教育費用、これは重要だと

思っております。今現在は教育環境の中で

それぞれの教育の中身については予算の許

す範囲の中で大きく揺れておりますけど、

今まではどちらかといいますと小中一貫が

完成するまでの子どもたちに対しては、雨

漏りでありますとかエアコンの設置である

とか、環境を整えていくということが必要

ですので、そういう部分も含めますと大き

く教育の中にかけてる経費は非常に増えて

いるというように思います。今後も今度は

中身も含めてしっかりと次世代に担う子ど

もたちに対しての予算配分というのはしっ

かりとしていきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ちょっと雨漏りとかは、子どもたちのせ

いでもなんでもないので、やはりソフトは

しっかりやっていただきたいと思います。 

  ②の質問です。新しい時代の学びを実現

する学校施設の在り方に関する検討につい

ての中間報告が出ました。国のＧＩＧＡス

クール構想によってタブレット端末が導入

され、今の机の大きさでは教科書とタブレ

ットが置きにくいこと、電子黒板や端末の

保管庫の設置、教室の狭さが問題になって

きていると報道もされています。豊能町の

実態はどうなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 
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  お答えさせていただきます。 

  机の広さと教室の広さの２点あったと思

うんですけども、机の広さにつきましては

現在国のＧＩＧＡスクール構想により、小

中学校でパソコンやタブレット端末が１人

１台配備されましたが、それを置く机は旧

規格の机、６０センチ掛ける４０センチで

はなく、本町の全てで新規格の机、６５セ

ンチ掛ける４５センチを導入しています。

新規格の机の面積は、それを掛けますと2,

９２５平方センチメートルで、机の上にタ

ブレットが5.３台置けるスペースがありま

す。授業では必要なものだけを机の上に置

くように先生は指導していますので、授業

に大きな影響はないと考えております。 

  教室の広さについてですが、教室の広さ

につきましては文部科学省によると、公立

小中学校では普通教室の約７割が６５平方

メートル未満、教室の広さについて国の基

準はございませんが、１９５０年に校舎の

大量整備のために国で示されたモデル、７

メートル掛ける９メートルどおりの教室が

多いと思われます。本町も普通教室では７

メートル掛ける９メートルや８メートルか

掛ける８メートルがほとんどと思われます。

対応する電子黒板や保管庫を置くと子ども

の使えるスペースが狭くなる懸念もござい

ますが、現在本町では少子化により学級数

が減ってきており、また、１学級４０人定

員いっぱいの状況ではございません。また

国は公立義務教育小学校の学級編制及び教

職員定数の標準に関する法律の一部を改正

する法律を令和３年４月１日に施行しまし

た。この法律により小学校では令和７年度

には全ての学校でいわゆる３５人学級が実

現しますが、本町はその人数にほぼ入る人

数となります。教室の面積については授業

に影響はないと考えますが、仮に備品等で

教室が狭くなる場合には置く場所の工夫や

つり下げなどを考えていきたいというふう

に考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  教室の広さは問題ないと言いますけれど、

この夏休みに光風台小学校の３年生が４人

転校してきまして、３８人というクラスが

あり、３８人です。６年生もそれぐらいの

人数で、吉川小学校のことを思うと倍の人

数でやっているわけです。多いのがかわい

そうという思いは私にはないですけど、コ

ロナ禍で窮屈な思いをしているのは気の毒

だと思っているんです。早く１クラス３５

人になるように進めていただきたいと思い

ます。令和７年度からということなので、

それは楽しみにしています。 

  今はタブレットが廊下に、タブレットの

保管庫が廊下にありますが、それは正しい

位置なのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  光風台小学校でそのような状況起きてお

ると思います。正しい状況とは言えないと

考えております。ただ、今、教室で距離を

とって座っているということもありまして、

教室が手狭ということでタブレットを外に

出しておるということでございますので、

現在の状況を見ますと廊下に置くことも教

育委員会としては仕方ないというふうに考

えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  時間が足りませんので、６番の太陽光発

電施設の設備及び管理に関する条例制定後

の対応について伺います。 
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  既存の施設は毎年６月３０日までに維持

管理定期報告書を提出することになってい

ますので、令和元年度と２年度、２回の報

告書が出ていると思います。まずは新規参

入者、そして維持管理定期報告書を提出す

る既存の施設の数について伺います。昨年

はゼロと９でした。答弁を頂きました。す

みません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  太陽光の関連の質問ですけれども、現在

の申請場所につきましては１７か所、業者

においては１２業者ということになってお

ります。ただ、そのうちの２事業者２か所

については未設置というような状況でござ

います。現時点で新規参入事業者というの

はございません。条例施行後の維持管理の

報告書の提出状況ですけども、令和元年度

については全て提出を頂いております。２

年分についてもほぼ提出を頂いておるとい

うような状況でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  太陽光発電設備の法定耐用年数が１７年。

けれどもほとんどのメーカーが出力保証期

間を２５年で設定しているとのことですの

で、太陽光パネルの寿命を２０年から３０

年程度ということであれば、これから役目

を終えるというのはまだまだ先のことです。

でも私が一番心配しているのは、役目を終

えて設備をほって去っていかれないかとい

うことです。町は土地代も安いし、ほった

らかして出ていかれることのないようにし

ていただきたいと思うんですが、昨年の答

弁で、２０１８年７月のＦＩＴ法の改正に

より廃棄に必要な費用を積み立てることを

義務化されたとのことでした。それでこの

廃棄費用の積立てについてどのように記載

されているのかお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  廃棄費用の確保の状況についてという欄

がございまして、申請頂いている事業者の

ほとんどが確保しているというようなこと

でいただいております。１件のみ確保して

いない、できていないという報告を頂いて

おるんですけれども、この業者については

昨年度もそういう同じような内容だったん

ですけれども、ＦＩＴ法の改正がさらに、

今、議員おっしゃった以降にも行われまし

て、平成４年４月からは再生可能エネルギ

ー電気の利用の促進に関する特別措置法と

いうような法律に改められまして、そこで

は外部積立を義務化していくというような

ことが盛り込まれております。この法律と

しましては議員がおっしゃるように、役目

を終えた後、廃棄をされないという懸念は

国においてもされているところでして、法

律がそういった懸念に対応するために国が

こういった法律を改正したというふうに理

解しております。それに合わせて恐らく、

それに合わせてその事業者とも話を進めて

いきたいというふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  では２０２２年、来年ですね。来年のそ

の報告書にはその旨を書いていただけるん

でしょうかね。その指導はしていただける

んですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 
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○住民部長（大西隆樹君） 

  議員の質問ですけれども、そういうふう

に、今年度もそういうふうな確約がとれる

ように連絡調整を行っておるところですし、

来年度も当然そういった回答を頂きたいと

いうふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  少しほっとしましたけれど、私には町長

と関わってたその新光風台４丁目山側のあ

の太陽光発電設備について、やはり熱海市

の土砂崩落のときに建設課のほうへ行って

伺いましたら、定期的に指導、パトロール

をして指導しているとのことで、今後もど

うぞよろしくお願いしたいと思います。こ

れからもその積立、外部積立が崩されない

ようなしっかりと見張っていただきたいと

思います。 

  それではすみません、３番のまちづくり

について戻ります。 

  総合まちづくり計画審議会において、役

場のある余野を核にとの意見が出ていまし

たが、６月会議で、役場の場所は決まって

いない。公共施設再編検討委員会で審議と

答弁があります。さらに牧地区も交流拠点

にと申し出ておられました。公共施設再編

と総合まちづくりを平行に審議すべきだと

思いますが、今後どのように対応されます

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  総合まちづくり計画は長期的なスパンで

見た本町の将来像、将来あるべき姿、これ

を示すものでございまして、町の根幹とな

る計画でございます。また公共施設の再編

は、人口減少が進む中で効率的な管理運営

方法について検討していかなければならな

いものであり、将来のまちづくりの方向性

に沿った形で再編を進めていかなければな

らないと、このように考えております。ど

ちらも今後の町の在り方を示し、住民サー

ビスの維持、向上、住民満足度を上げてい

くという視点を持つものであるため、総合

まちづくり計画と公共施設再編の検討は連

携しながら進めてまいりたい、このように

考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  公共施設再編検討委員会を傍聴しており

ますが、この施設をよく知らない委員が４

名、副町長と知っている方は自治会代表で、

もと町の職員。利用実態が分からない状態

で会議をされていることにとても歯がゆい

思いをしています。以前、調整監が健康増

進課長のときに関わっていらした老人福祉

センターの在り方検討会のように進められ

ないのかと思います。利用者の話ばっかり

聞くのではいけないのかもしれませんが、

利用者の考えを聞くのはいつなのでしょう

か。パブリックコメントをとられるのか、

その進め方をお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  現在進めております方向性については、

今年度は総論ということで方向性を進めさ

せていただいております。中間取りまとめ

ということで３月に取りまとめを行います

が、この取りまとめの後ですね。次年度は

各施設についての一つ一つについて方向性

どうしていくかというところに入っていき

ますので、そのときには、今、議員からの
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御質問がありました方法も検討していくの

ではないかというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  それでは、今度は公共施設再編検討委員

会と並行で開催されている社会教育委員と

文化ホール運営協議会の会議では、現実的

な議論が必要。答申としてまとめるのは難

しいみたいな必要性を問われています。こ

の二つの会議の整合性はどのように捉えら

れていますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  先日の施設再編検討委員会の中におきま

しても、議員から今、お示しありました会

議の資料についても提出させていただきま

した。その中で役割としてどういうふうに

進めていくのかという議論があったところ

でございます。生涯学習課が進めておりま

す、住民の皆様によります在り方というの

は、住民として機能的にどういうものを残

していく、もっと進めていってほしいのか。

そういうところを御議論頂いたものを吸い

上げて、施設再編検討委員会の中でその必

要性を見極めながら再編をどうしていくか

っていうことを議論していきたい、そのよ

うに整理をされたところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  結論を早くっていうことでもないんです

けど、そのときに示されたこの豊能町の現

状と生涯学習施設の今後について。このと

きに財政も示されたと思うけれども、お金

がなかったらこんなんできへんやんと思わ

れるかもしれないし、これは子ども・子育

て審議会を傍聴していても豊能町お金ない

なって、じゃあ民間でやってもらって行政

で運営する、その形がいいなみたいなこと

をおっしゃるんですよ。だから、私はトッ

プダウンっていうんですか。もうユーベル

閉めますよって池田町長みたいにおっしゃ

ったほうが早いんじゃないかと思うんです

ね。そうやって、選挙落ちたわっていって

笑ってはりましたけど、結局はそこじゃな

いんですか。町長はどうお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今の財政面のところのかけてる経費とい

うのは、もちろんそれをベースとして審議

を頂きます。それから同時に利用者の方々

の利便性、それから将来求めるもの、これ

らがやっぱり合致をしないと、段差といい

ますかギクシャクしてくるというところで

すので、両者の意見を公平な立場の審議会、

そういうところの中にも出していきながら、

住民の方々に同意を頂きながら考えていか

ないといけないと思っておりますので、時

間はかかりますけれどもそういう中でしっ

かりと議論をしていきたいというように思

っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  そこがちょっと分からないんです。お金

ないって示してはんのに、ユーベルホール

続けてくださいって住民が言うてきたとき

に続けられるんでしょうか。ちょっとそこ

のところが疑問に思うところですが、答え

られますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 
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○町長（塩川恒敏君） 

  ユーベルホールといいますか、町全体で

はお金がないと。ユーベルホールのところ

に毎月かけてる経費が4,０００万円ほどあ

ると。これらを財源がどこかに生み出せた

とすると、そこの中にも増資は可能でしょ

うし、今現在の財源状態からすると本当に

そのものを維持することも難しいというの

も事実です。ですからまだ最終的にできる

できないというよりも、どうやっていくの

かということをしっかりと議論をしたいと

いうように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  先ほどの寺脇議員の質問の中にありまし

たように、行財政プラン２０１９を実行し

ていって、出ずるを制すっていうんですか、

そういうふうにやっていかなきゃいけない、

歳入を確保しないけないんですけれども、

それが、例えばごみ有料化しますとか、そ

んなもんでお金は増えないかもしれないけ

ど、そういうこともしっかりやっていただ

かないとユーベルホールは続けられないし、

今この後、中央公民館のことを伺おうと思

ったんですが、ちょっと時間ないし、明日

秋元議員が詳しく通告されているのでそっ

ちに回したいと思いますね。そっちうまい

ことちゃんと丁寧に通告されているのでそ

っちに回したいと思います。 

  そして４番目の質問、災害対策について

伺います。 

  公共施設再編検討委員会で学校の施設が

避難所になっているところがあるので慎重

に協議しようという発言がありました。以

前、学習発表会のリハーサルを見せていた

だいたときに体育館のブレーカーが落ちる

ことを議会で言いました。また、吉川中学

校の体育館の雨漏りが２０か所以上あると

も伺いました。この２か所は避難所にもな

っています。改修を早急に対応すべきです。

今どのように検討されていますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  御質問の、光風台小学校と吉川中学校で

すけども、光風台小学校の体育館のブレー

カーにつきましては通常の体育の授業では

影響がないと思われますが、学習発表会な

どでの音響機器や避難所での電気ストーブ

など、電気機器を体育館内のコンセントに

差して使用する場合、コンセントの電気容

量を上回れば当然ですがブレーカーが作動

します。学校では体育館で行事をする際、

使用する電気機器をコンセントに差してブ

レーカーが落ちないか事前にテストして確

認して対応していますので、教育活動には

支障は生じないと考えております。また、

最近ではブレーカーが落ちたというふうな

ことは教育委員会には入っておりません。

先週電球補修をお願いしております業者の

技師さんと本町の技師がブレーカーの容量

等を確認しに行ってはおります。 

  吉川中学校の体育館の雨漏りにつきまし

ては、これまでも屋根の補修をしておりま

すが完全に雨漏りを止め切れていないのが

実情でございます。実際雨の日に見に行き

ますと、傘を逆さまにして下にバケツを置

いて水を受けているというふうな状況です。

現在、中学校の施設については東西それぞ

れ令和８年４月の義務教育学校の開校に向

け改修工事に係る設計を行っておりますが、

吉川中学校の体育館の屋根等の改修につい

ては改修を前倒しにして、今年度に設計を

終えて来年度国の補助金を活用して体育館

の改修、雨漏り等を止めるような改修をし

たいというふうに考えております。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  先ほどからずっと言ってますように、今

いる子どもたちのためにしっかりやってく

ださい。 

  そしたら停電の対応について伺います。 

  ６月の終わりでしたか、非常用電源を設

置したにもかかわらず住民票発行できなか

った、ちょっと異例の停電がありました。

大変まれなケースだということは理解して

いますが、停電になったときに住民票が発

行できないとか、住民サービスの低下が起

こると思うんですが、本当に非常用電源は

２６年度1,４００万円かけて設置しました

が、災害対策本部の大会議室の電気とパソ

コン数台ぐらいのものなんでしょうか。何

ができますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  現在、役場本庁に設置しております非常

用電源につきましては、大規模災害時の停

電を想定して整備しております。緊急の災

害時に災害対策本部が運営できることを目

的として整備しておりますため、役場本庁

内の一部の照明あるいはそのコンセントの

最低限の電力しか供給する能力はございま

せん。したがいまして今現在できることと

いうのは、いわゆるあの大会議室で恐らく

災害対策本部を開かれることになるかと思

うんですけれども、そこで災害対策本部を

開けられるだけの電力を供給する能力しか

ないというのが実情でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  病院とかではないので別に支障はないか

と思いますが、この前みたいに住民票が出

ない、印鑑証明が出ないというのはちょっ

と困るかなと思うんですが、それはもう住

民の皆さんにまさかのために早めに準備、

私たちも今、選挙出られる方は戸籍抄本と

かとらなあかんという人もいらっしゃるの

で、早めに住民がやってくださいというこ

とですね。確認をします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  停電の際も通常どおりの住民サービスを

提供できればよいのですけれども、今、非

常用電源の能力を増強するためには多額の

費用を要します。この役場も先ほどからあ

りますように、公共施設の再編の中でどの

ような形になるかというところと費用対効

果を見極めまして、整備の有無について検

討する必要があると考えております。現在

の状況では停電、もし仮に前回のような停

電が起こった場合、窓口業務を優先すると

いうことを最優先で考えまして、ほかの電

力供給を逆に制限いたしまして、今、役場

にあります電算室のほうで証明書が発行で

きるよう、支所についてはちょっと難しい

かもしれませんが、住民票等の証明書につ

いては最低限本庁でそのときに発行できる

ような形で交付することを検討しておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  支所についてはまた車で運んであげたり

していただきたいと思います。 

  ③番目の防災行政無線の利用についてな

んですけれど、規約の中には１から８番ま

でありますが、８の町長が必要とする情報

をどのように担当から話が上がるのかとい
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うことです。それで、６月の一般質問でも、

５月２２日の国道４７７号線が通行止めに

なったこと、７月９日に能勢電がときわ台

駅と妙見口駅間で架線に木が倒れているの

が見つかり、山下妙見口で３時間４０分に

わたり運行を見合わせたことがありました。

こういう情報、光風台駅では大変なことに

なっていたということもお友達から伺いま

したが、こういう住民が知り得たい情報を

流していただきたいなと思うんです。町長

も必要だとは思われると私は想像していま

すが、担当からお話はどのように上がるん

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  防災行政無線の利用につきましては、原

則として規則が１から８までありまして、

そのうちの（１）から（７）までを通報す

る情報としております。これらに当てはま

らないんですけれども、住民へ防災行政無

線への周知が特に必要な情報が発生した場

合、その場合に（８）の町長が必要とする

情報として適用することとしております。

例えばですが、新型コロナウイルス感染拡

大に伴う緊急事態が発令されたので注意喚

起を促すことであるとか、コロナワクチン

の接種についてなどを今回お知らせいたし

ましたように、規則にあります１から７以

外で、例えば防災行政無線により発信する

ことが検討すべきであると担当課もしくは

担当者のほうで発生した場合に、関係部局

内で検討した上で、町長の承認を得た上で

利用の有無を判断しているところでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  豊能町に引っ越してきてくださいと言わ

れるんであれば、能勢電が止まったたこと

ぐらいはちょっとお知らせいただきたいな

と、今、思いました。またその辺りは検討

してください。 

  これで終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、管野英美子議員の一般質問を終

わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時１０分といたします。 

（午後０時２５分 休憩） 

（午後１時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま議長より御指名を頂きました、

１１番・西岡でございます。 

  これより一般質問をいたしますので、的

確な答弁をお願いいたします。 

  今、我々はコロナウイルスが猛威を振る

うパンデミック渦中の緊急事態宣言下にご

ざいます。しかし、日本のリーダーである

政治家には根本施策が全くありません。こ

れまでも申し上げてまいりましたが、政治

の原点は経世済民ということであります。

つまり世を治め民を救うということでござ

います。そして真の政治家のことを経世家

と申します。ちなみに三省堂の新明解国語

辞典引きますと、経世済民とは、民生を安

んずることを本意とする、人民のための政

治とあります。また経世家を、今時の政治

家とは異なり、常に国家百年の大計が念頭

にある政治家と書いてあります。今時の政

治家とは異なりと書いてありますけれども、

一体いつからそうなったんでしょうかね。
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青雲の志を胸に経世済民を実行する真の政

治家である経世家はもういないのでしょう

か。長期の展望に立ち、使命を持って多面

的に対応策を検討し、根本的に問題解決を

図る現実処理能力を持った政治家はいない

のでしょうか。じくじたる思いがいたしま

す。国は国民の命を守ることが第一とか、

お願いお願いと美辞麗句の連呼のみであり

ます。そして国民をモルモットにしてワク

チンの投与の試行錯誤の政策のみであり、

医療従事者の献身的な御努力に比べ非常識

極まりない対処であります。当然あるべき

病院の受入れ態勢もなく、自宅療養施策に

至っては何をか言わんであります。その結

果不幸にして亡くなられた方々には心から

哀悼の意を表しますとともに、現在感染し

て苦しんでおられる方々には心よりお見舞

いを申し上げます。同時に我々は不本意な

がら経世家の不在の中、自己責任・自己防

衛で対処しなければならないということで

あります。経世家たるリーダーがいない中、

誰が首相になっても有害無益であります。

国民に甘え、やれ総裁選挙だの衆議院選挙

だのと選挙ごっこをしているときではあり

ません。コロナ対策の原点は国民の命を守

る国策にあるわけであります。問題の完全

解決も根拠を成す根本施策の究明が第一で

あります。人命第一の対応で取り組んでま

いりますと美辞麗句だけでは根本解決には

ならず、単なる机上の空論にすぎません。

何をか言わんであります。残念ながら緊急

事態の解明すらできていない政治家軍団に

は、あきれ果てるばかりであります。これ

ではコロナ軍団に勝てるわけがありません。

命の尊厳無視の対応は痛恨の極みでありま

す。残念無念でありますが、我々は歯を食

いしばって真の政治家である経世家の出現

を待つしかないわけであります。一方、豊

能町においても持続可能なまちづくりに向

けて長期展望を持ったリーダーによる多面

的検証の結果による効果的な根本施策が求

められております。そして町のリーダーと

して使命感、無私、現実処理能力が問われ

ているところでございます。 

  それではこれよりこれらの視点に立って、

いわゆる長期・多面的、根本的なこういう

視点に立って、通告書の３点についてお伺

いしてまいります。なお、３点とも相互に

関連しておりますので前後左右しますがお

許しいただきたいと思います。 

  まず第１点、豊能町中長期財政シミュレ

ーションについてでありますけれども、ま

ず豊能町中長期財政シミュレーションにつ

いてでは、一般的に事業運営においては一

般企業では、ヒト・モノ・カネと申します

が、行政では人材活用、財源の確保そして

事業成果であろうと思いますが、財源なく

して事業成果はあり得ないわけであります。

そこでまず豊能町の中長期シミュレーショ

ンにある脆弱な財政基盤の強化を図るため

の財源確保の具体策についてお伺いいたし

たいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町における自主財源といたしましては

地方税が大部分を占めております。その地

方税につきましては人口減少及び少子高齢

化などにより年々減少傾向が続いており、

年々依存財源に頼る財政運営が続いておる

ところでございます。したがいまして基金

の取崩しによる財政を行うことになり、基

金残高につきましても年々減少傾向にある

という状況にございます。 

  自主財源の確保策につきましては、現状

におきましては町の財政状況を一挙に解決

できるような即効的な収入増加策がない状
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況でございます。それらを考えまして豊能

町行財政改革プラン２０１９にございます

ように、例えば遊休地の売却であるとか少

しずつでも歳入の増加策を実施する必要が

あると考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  さっきの答えと一緒ですけれど、具体的

にその財源の確保もしくはいわゆる入るを

量り出ずるを制するということですよ。入

るを量る部分で今言われたように、町税な

んか増えるわけないです。人口減少してる

んだから。だから、この間頂きました豊能

町の中長期財政シミュレーション、これも

あるようにとにかく人件費は少ないわ、扶

助費はかかるわ、物件費はかかるわ、公債

費は増えるわ。問題は入るを量ることが難

しかったら出ずるを制すると。その基本的

なものとしては、やっぱり人件費というの

は一番大きな問題でしょう。我々議会もそ

うです。私は定数削減せいという話をして

るんですけどね。だから、協働作戦するん

だったら、協働というのは以前から言うて

るようにまず自分がやることです。行政の

まずやらなあかんことでしょう。人件費の

削減、別にせんでも効率よく上げるという

ことで、私が言ってるのは職員の評価制度

をきちっとしたらどうやと。今までみたい

に年功序列でやるとかそういうのじゃなく

て、頑張る職員が報われるようなそういう

評価制度をやったらどうや。相対的評価し

たらどうやということを私は思っておるん

ですけど、いかがです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  職員の評価制度につきましては現在のと

ころ豊能町の人事評価という形でおりまし

て、目標設定であるとかその職員の資質も

しくは行動、そういった点において評価制

度を実施しております。それらにつきまし

ては現在給与制度に反映できるような形で

既に検討を加えているところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ほんまにやってるんですか。私、箕面の

前の市長、倉田さん。倉田さんがやってる

んです。やっぱりやることはきちっとやっ

てそれで住民さんに協力していただく。今

の国と一緒ですわ。お願いお願いだけでな

くまず自分がやると。それからお願いする

のが本来の形です。これ箕面市がもう既に

人事・給与制度、評価は、相対的な評価を

やってます。町長にも本を渡したと思うん

ですけども、千代松、泉佐野の。あの人も

やってますよ。トップがやっぱりやらなけ

れば誰もやりません。やっぱり使命感を持

ってきちっとやることはやると。だから町

長、その辺毅然として、全体の住民のため

にやるわけですから。もちろん行政マンと

の協働体制はとらなあかんですよ。信頼が

なかったらできないんだから。そういうこ

とも含めてそういう評価制度にしたらどう

ですか。どうです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、西岡議員からの御指摘のとおり、ま

ず自分のやるべきことというところは、住

民の皆さんに対して目線を置いて何が優先

順位か、そしてそれをどう解決するかとい

うところで職員と協議をしているところで

す。そこでのいろいろなアイデアとして実

行力も含めて人事評価、その中に加えてい
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かなければならないと思っております。こ

れまでも豊能町のほうは人事評価制度を作

っておりますけれども、金額面といいます

か、給与面に対するその数値を入れていく、

そういうようなところはまだ不足かも分か

りませんけれども、それぞれの職員が頑張

っている姿というのはしっかりと見させて

いただいて、組織面も含めて強化を図って

いるところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  いろいろ言うのはよろしいけどまずやる

ことでっせ。この倉田市長もそうやし。い

ろいろ職員から、クレームとかいろいろな

ものが出ました。言うやつは言わしとけと。

千代松さんもそうですよ。毅然としてやる

ことはやってます。だから人気悪かった、

通ったとき。あの人は市会議員やったと思

う。それで市長に出てはりました。あの人

は自民党やけどね。でも橋下さんとも連携

もとりながら毅然とした態度でやることは

やった。まず自分がやらなければ、自分が

変わらなければ人は変わらない。自分がや

らなければ人はやらない。だからまず率先

垂範でやることをやらなあかんです。私は

以前からずっと言うてますやろ。年間の予

算のＰＤＣＡの問題もあるんですよ。何ぼ

決算やったって決算が反映されへんかった

ら何もならんでしょう。毎年これ聞きます

ねん。一般会計、今度も決算、私、委員に

なりますけど、決算報告の意見書が出てま

すんや。今回の意見書いろいろなものが出

てます。今までと全然違いますやろ。見ま

した。総括だけちゃいまっせ。意見書でも

物すごい意見書が出てますやん。特別記載

事項って書いてる。前はこれもなかった。

何ページにもわたってます、これ。もっと

危機感持たなあかんですよ。さっきから言

ってるように、大阪府のこれでもそうです、

シミュレーション。豊能町、総人口に占め

る生産年齢人口の割合は約１０％減ってる

わけです。生産年齢人口が減ってるのに、

年寄り、後期高齢者が２０％増えておるん

です。上下がちゃうわけでしょう。さっき

言うてるように、経済収支比率、１０4.２。

１００を超えてるんですよ。これ言うて悪

いけど、大阪府下ワースト１でっせ。調べ

てみると分かりますわ。能勢にも負けてま

すわ。危機感もっと持って動かなあかんで

すよ。自ら動かな人は動きませんよ。そう

いう意味でやっぱりこれ一番やらなあかん

こと。これ難しいんですよ財政のものは。

おたくらプロでも分からんのやから、わし

ら分かるわけない。ただ僕がこれ見た中で

はやっぱり地方交付税、これが原点ですわ。

地方交付税の確保ですわ。どうするのか。

難しいこともありますわな。基準財政需要

額がどうのこうの、それから基準財政収入

額、その差額が地方交付税。ただそんな簡

単なものじゃないです。これ財務省の財務

省令いうのがあるんですね。これはものす

ごく恣意的にいろいろやってます。国も財

政がないから、財源がないから。一番根本

はどこやと思います、これを確保する地方

交付税。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  地方交付税制度につきましては総務省の

ほうで定めておりますが、全国どこの自治

体におかれましても、いわゆる最低限の行

政レベルを達成できるような形の財源調整

機能として求められているところでござい

ます。 

  地方交付税の算定方法といたしましては、

例えば人口比率で消防がどれぐらいかかる
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とか、学校、小中学校の学校数であるとか、

そういった人口の基礎データであるとか児

童生徒数、学校数、その他の市町村のデー

タによって作成されているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  それは一般論ですわ。じゃあそれを決め

る補正係数いうのがあるでしょう、各いろ

いろな項目に。補正係数は誰が決めるんで

すか。普通決まってるんですよ、補正係数。

ところがその総務省が勝手に決めたりして

恣意的にやってるんですよ。そういうこと

も一般の地方自治体知らん人が多いです。

だから、これ本来なら部長が言われたよう

に、地方交付税っていうのは均衡に財政が、

財政運営ができるようにやってもらう、こ

の地方交付税ですわ。ところがそういう形

にはなってないし、国の財政の厳しさの中

でころころ変えてるわけです。それと一番

悪いのは、僕は前々から言ってる臨財債で

すわ。臨財債っていうのは本当はやったら

いかんことなんです。地方交付税っていう

のは均衡を図るために、どこも小さい町は

財源が少ないから、そのために地方交付税

でその差額を充てとんですよ。その部分の

地方交付税をお前んとこ借金せいって、こ

れは禁じ手、やってはならない手なんです。

だから、鳥取県なんかはこの地方交付税を

上げるために、交付税率を上げてくれって

いうのと、それと臨時財政対策債、これを

廃止にしてくれと。これはいわゆる禁じ手

でやることではないということを進言して

ます。そういう動きを地方自治体がまとま

って国にせなあかんわけです。どう思いま

す。それやっていかなあかん。町長、どう

です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  国の制度におきましては、市町村長会そ

れから国のほうへの要望を非常に強化をさ

せていただいています。毎年その交付税率

の額、それから様々な国からの対策、これ

も詳細な項目を上げながらさせていただい

ているというところですので、これに関し

ましては引き続き、大阪府全体で要望をし

っかりとさせていただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  そういう生ぬるいことを言うておったら、

厳しいんですよ、うちの財政。言うて悪い

けど１０4.２なんて何もできない状態です

やん。そうでしょう。だから今回のこれに

も書いてますやん。財政構造が硬直化して

何もできないということでしょう。今度は

九十何ぼになったらしいけど、多分退職金

のあれが少なくなったんかどうか知らんけ

ど、だけどそんな場当たり的にこれこれ言

うんじゃなくて、長期的にこれをやったら

こうなるということをやっていかんと、こ

の町もちませんで、はっきり言うたら。 

  それとやっぱり、みんなでこういう小さ

い町だからこそできる、みんなでやる。そ

ういう、そのためにはやっぱり行政が仕掛

けていかな、なかなか無理でしょう。小さ

い町には小さい町のやり方があると思うん

です。ほかと同じようにやっておったんじ

ゃあかんと思う。だから今後、行政として

は、町長さっき言うたように千代松さんな

んか動いてると思う。その辺に働きかけて、

全体で大阪府として国に対してそういう総

務省令の廃止するような形とか、それから

交付税率を上げる。そらそうでしょう。人
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口だんだん減ってるわけですよ。全体的に

ですよ、日本は。豊能町は一番減ってるわ

けですよ。特殊出生率も低いし。これもワ

ースト１ですがな。能勢に負けてまんがな。

そういうことで全部低いわけ。入るほうも

だんだん人口少ないから入ってきませんや

ん。あれを削ってとか言うてるけどそんな

レベルじゃない。根本的に見直さなあかん

時期がきてると思う。今後そういう面では

きちっと長期的な展望で立って、将来的な

ことをきちっと判断して、多面的にいろい

ろせなあかんですよ。結果をこういうこと

であるということを出してほしい。それと

町長も前向きに、全体のための行動を起こ

してほしいなと。これ一応覚悟を聞かせて

いただきますわ。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  覚悟を示すということですけれども、今

までもこれまでも努力しているつもりです

けれども、今、御指摘のとおり、国への要

望、こういうところについて我々だけ単独

ではやはり力不足ですので、大阪府、町村

長会を含めて議論をさせていただいて、そ

の中に具体的な内容を本当に入れさせてい

ただいて陳情のでほうに行っておりますの

で、このものにつきましてはこれまでどお

りやらせていただきますし、今度我々のと

ころで出ずるを減らすというところのもの

は町全体でしっかりと努力していきたいと

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  今後につきましてですが、町の財政を、

健全な財政運営を維持するためには、やは

り経常的な経費というのを全体的に削減す

る必要があると考えております。同じこと

の繰り返しになりますが、豊能町行財政改

革プラン２０１９及び公共施設の再編、こ

ちらのほうで経常経費を削減した上で必要

な事項、もう一度事業全体を見直した形で

財政運営を続けていきたいと考えておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  いろいろな経費削減もいいですけれども、

基準財政需要額、これを上げることも一つ

なんです。これを上げると、基準財政需要

額が上がると、いわゆる基準財政収入額は

下がっていってるんですからね。この差は

大きいんです。これを上げるほどこっちは

下がっていくからその差がだんだん大きく

なる。それはイコール地方交付税いうこと

なんです。ただ、公債費の場合でも、公債

費というやつも健全な公債費、建設公債で

すね。それと赤字公債とあるんです。赤字

公債は今いう禁じ手で、将来にツケを残す

からやめてほしい。今、建設公債で何ぼや

ってもええわけです。これは認められたら、

国が認めたら基準財政需要額の中へ入って

くるわけです。だから基準財政需要額が増

えるからその差額の地方交付税が増えるわ

けです。そういうことも考えて。借金でも

いろいろな借金あるんだから、そういう赤

字公債なんかはやらんと、建設公債で前向

きにやっていく、そういうことも考えて検

討していただきたいと思います。 

  次に、２番目に移ります。 

  持続可能なまちづくりについてでありま

すけれども、直面する課題への対応、これ

は長年のダイオキシン処理問題なんですけ

どね。これはダイオキシンの処理問題で町

長は余野の自治会に納得のいく説明をする

という話ですけど、それはできたんですか。
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まずはお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ダイオキシン問題に関しましては、もう

長年の課題でございまして、私もしっかり

と取り組んでいるところです。今現在、余

野の方々、昨年の１０月の３１日に御説明

会をさせていただきました。処理方針、そ

ういうものを御説明をいたしましたけれど

も、今現在、仮置きしている廃棄物という

のがコンクリート固化されたものと、それ

からスリム化されたもので、そのままでも

埋め立てても大丈夫な内容であると。これ

までの風評被害を鑑みて、町有地というと

ころに低コストで、無害化と比べますと低

コストな遮断型の最終処分場を作るという

ところで御説明をさせていただきました。

特に金庫のようなコンクリート構造物は２

５ニュートンということで、コンクリート

を使用する予定ですので、おおよそ耐用年

数は１００年ぐらいもつというような状態

で、その中でもさらにひびが入ったりとか

っていうような異常がないような形で、点

検口ももちろんありますし、川下、川上の

ほうに井戸も設置をして常に管理をすると。

要は組合が解散したとしても役場に近いと

ころで管理が十分に行われ、後世に的確に

引き継げるもの、これを実現をするという

ことでこれまでも御説明をさせていただき

ました。まだ一部の方々、その安全な内容

といいますのは相当数の方々が御理解を頂

いておりますけれども、最終的にその処分

場の場所について御意見があるのも事実で

すので、しっかりと余野の自治会の皆様方

と協議を重ねながら御理解を頂きたいとい

うように存じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これもやっぱり、町長、選挙公約でダイ

オキシンの処理はすると、遮断型でやると。

これは安全なものやと。私は安全やったら

何で南港へもっていけねんいう話はしたけ

ど、南港は受け入れへんと。フェニックス

ですね。それやったらしゃあないからここ

へ置かなあかんねんけど、町長言うように、

本庁の隣はいつでも管理できるし安全が保

全できるということなので。ならばもっと

具体的な話で、やっぱりその自治会と話し

しないといけないと。町長は選挙公約で維

新で当選してるわけです。大半の町民が納

得してるわけです。支持してるわけです。

だからそれを受けて、行政マンとしてきち

っと使命感をもってやらなあかんです。ま

してや維新のあれで公約に出してやってる

んだから、ここにも議員２人おるけど、協

力体制とって動かな駄目です。もっと積極

的に、具体的な案で、例えば余野自治会に

協力していただけるんだから、協力助成金

みたいな形で今後協働金でもよろしいやん。

協働補助金でも。もっと具体的な話でやっ

ていかんと、こんな問題解決しませんで。

もっと積極的に動けるのかどうか、その辺

ちょっとお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、御指摘のとおり、環境施設組合とし

て動いていかないといけない。環境施設組

合は能勢町とともにやっておりますので、

能勢町さんとも協議をしながら、最終的な

役割分担をしっかり果たしていくというこ

とになります。しっかりとということでで

すけれども、それから早くということです

けれども、今の現状はコロナの関係で、そ
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れの責任にするわけではございませんけれ

ども、余野の住民の皆さんとお話をする機

会が、お約束のとおり２か月ごとというよ

うなところに実はなっております。本来で

いきますといろいろな形でお話をさせてい

ただきたいと思いますけれども、コロナ禍

でありますので期間をあけさせていただき

ながら、または人数を絞りながらというこ

とにさせていただいているのが現状でござ

いますので、今、住民の皆さんとともにこ

のコロナのものが解決をする、解決をする

というか少なくなったとき、またはその方

法論、そういうものをしっかりと考えなが

ら丁寧に御説明をしていきたいというよう

に思います。今、御指摘のとおり、少し進

んでないのは事実でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  部長もそうやけど、これこそ入るを量る、

出ずるを制するですわ。4,０００万円、要

らんのですよ、年間、これ解決したら。お

まけに職員が帰ってくるんですよ。それも

使えるわけです。上下で物すごいプラスが

浮くわけですよ。こういうことはやっぱり

町内で一体となって積極的に動かな駄目で

すよ。コロナ禍か何か知らんけどね。コロ

ナ禍で一般の住民さんも非常に厳しい状況

に入ってると思うんです。今、コモンとい

うことを言ってるんですね。利益の再分配。

税金をとるとこからとって、ないとこに余

分に払おうかというようなこともあるんで

すけれども、やっぱりこのコロナ禍だから

こそやらなあかん。そんなもんコロナやか

らどうのこうの言うておったらこの町の将

来がなくなるんだから。だから、やっぱり

もっと積極的に動かなあかんと思いますよ。

町内だけであかんのやったら党の所属国会

議員言うて。何のために政治家がおるんで

すか。やっぱり連携とってやらなあかんで

す。ましてや大阪府、大阪市は維新でっし

ゃろ。その辺でやることをきちっと積極果

敢にやる。それこそここで言ういわゆる現

状処理能力、これを高めることが財政の再

建にもつながるわけです。金だけじゃない

です。みんなが積極的にやることで財政の

危機を救うことはできるんですよ。もっと

積極的に動いてほしいと思うんですがどう

ですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  環境施設組合としてしっかりと、その理

事者ということでしっかりと取り組んでい

きますので、ここでお約束させていただき

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  それではその次の小中一貫教育の件です

けども、私は教育委員会お見事と言いたい。

というのは、私、信号のところに立ってま

すやん、今。もう今年で１８年目になるの

かな。この頃中学生が、すごいなと思う。

今まで裏道入っておったんですよ。ところ

が通学路を登校し出した。びっくりしまし

た。今まで何回も学校に行って言うておる

んです。正規の通学路はこっちでしょう。

小学生は皆こっちへ行ってるんよ。何で中

学生だけ向こうへ行くんやと。向こうは昔、

薄暗いこともあって、女の子がいたずらさ

れたりすることもあって、こっち通れいう

話をしておったんやけど、いまだに歩いて

おる。ところが夏休み終わってから、初日

はちょっと僕、立てなかったんやけど２日

目立ちました。皆、正規の通学路行くんで

すよ。ほんま感激して涙が出そうになりま
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した。これはやっぱり教育ですわ。だから

学校が対応したんだと思うんですけれども、

教育委員会ももちろんそういう協力体制を

とってやったんやと思います。さっきから

給食がどうのこうの、基本は家庭教育やと

私は思ってます。家庭と地域の連携、家庭

と学校の連携がなかったら子どもなんかう

まいこといきません。給食なんかあんなも

ん、僕ら小さい頃、冷たい御飯でも母親の

温かい愛情をもって食べましたよ。今の子

どもそういう温かさ、家庭の温かさを知ら

んのちゃうか。それは親の家庭教育の問題

ですよ。誰から聞いてそんな言うてんのか

知らん。とにかく教育が原点で、食教育と

いうのはそういう部分、ありがたいなと、

食べるもののありがたさというのは家庭教

育の中から生まれるんです。今後の家庭と

の連携、僕は２丁目のあの信号は、私は子

どもの交流の場所であって学びの裏ステー

ションやと思ってます。と同時に、我々も

子どもから学ぶステーションだと思う。そ

ういう地域、家庭、学校の連携がやっぱり

動いてきたんかなと。東はそやから小中一

貫校上手いこといくなと。特に保幼。これ

もう豊能町はすごいなと。保幼というのは

あんまり言ってないはずです。これは前の

教育長はシームレスに継続してやると。こ

れが生きてきてるんだなと思います。今後

その家庭教育に対して、教育長、こういう

こというのあればちょっと聞かせてくださ

い。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  西岡議員さんの御質問に御答弁させてい

ただきます。 

  最初に今、中学生、これは希望ヶ丘の子

どもたちですけれども、これが変わりまし

たのは学校運営協議会、それの設立準備会、

その中で通学部会を立ち上げていただいて

おります。先日のその部会の中で、部会の

検討内容、これについてその準備会みんな

が一堂に会した中で部長さんから、今の検

討経過、それの報告がございました。それ

でその中で中学生をどうしていくかと。小

学生と中学生、別々の通学ルートを通って

ると。学校が一つになるのにこれをやはり

一つにすべきではないかというふうな、そ

れぞれ委員さんから意見がございました。

そのことを受けて学校のほうで学校だより

あるいは朝礼等で話をしていただいた。そ

の結果がこの間の、ほとんどの子どもたち

が小学生と一緒に通学をしてくれてると。

地域の方も本当にこれはすばらしいことや

と。学校が一つになるんやなというような

こと。そして中学生が小学生とともに通学

をしていくという姿はやはり理想の姿だと

いうように思ったところでございます。 

  さて、議員が今おっしゃっております、

教育の原点は家庭教育にあると。このとお

り、家庭は子どもたちの健やかな育ちの基

盤であり、家庭教育は全ての教育の出発点

です。一方で地域とのつながりの希薄化や

核家族化が進み、親が身近な人から子育て

を学んだり助け合う機会の減少など、子育

てや家庭教育を支える地域環境が変化して

きております。そのような中、地域、学校

と家庭の協働体制の確立に向けて、令和２

年１０月から先ほど申しました学校運営協

議会設立準備委員会を立ち上げ、目指す子

ども像として、「豊能町に誇りをもち、自

信をもって社会を生き抜く子ども」の育成

を共通目標に掲げ、テーマに沿った熟議を

行いながら、それぞれが協働で取り組むた

めの方策について論議を進めていただいて

おります。コロナ禍の中で一堂に会するこ

とが難しいときはｚｏｏｍ等を使って研修
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会を行ったりしております。なお、東地区

は令和４年度より小中一貫教育校として開

校を予定しておりますので、学校運営委員

さんを中心として６部会を立ち上げ、ＰＴ

Ａの在り方、通学路、学校運営など３部会

においていろいろな準備を進めていただい

ております。西地区におきましては令和４

年度より部会設置の予定です。その検討内

容は保幼小中一貫教育だより「豊能の風」

で情報発信をしておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  豊能町の第二次の子どもすくすくですか、

あれの中でも、地域で育て、地域で育つ、

子どもと子育て家庭を大切にする町、豊能

ということで、私は一地域民としてあの信

号のところでは、やっぱり地域で子どもた

ちの笑顔、それと勇気、感謝、これは小学

校のモットーですけれども、それをお互い

に、我々もそういうことを学びながら、子

どもも学びながら、そして子育て、家庭と

の連携、学校との連携もとりながら前向き

にやっていきたいと思います。今後ともよ

ろしくお願いします。 

  最後に、環境保全条例。この前部長から

聞きましたんやけど、確かに環境保全条例

のあれは土砂条例の中にあります。見まし

たけど、これ言うて悪いですけど、ザル法

ですわ。確かにここに土地所有者の責任入

ってます。罰則規定も入ってます。和泉市

のこれも同じような形で入ってました。た

だ抜けてるのは罰則規定が土地所有者にか

かってないということです。書いてあるけ

どね。その事業主には罰則規定、１年以下

５０万円やったかな、罰金。これが土地所

有者に入ってないんですよ。これは言うて

悪いけどザル法ですわ。これがなかったら

止まりません。土地所有者の方には申し訳

ないと思うんです。ただ、それを保護する

ことも行政としては考えなあかんと思うん

です。今、土地がむちゃくちゃ安うに下が

ってます。山なんかむちゃくちゃ安いです。

これから開発されることもあるでしょう。

特に豊能町なんて個人の土地がほとんどで

す。畑もそうですし。そういう安価なもの

を買いあさってやろうという業者はたくさ

んおるんですよ。職員の力では止められな

いですよ。なかなか厳しい人ばかりだから。

そうすると条例文書で止めな止められんで

すよ。私も産廃止めるときにやりましたけ

ど、業者の脅しもありました。ただ住民が

一つになりました、私らのときは。脅しが

ありました。各家１軒１軒行きました、業

者が。そこへ行ったときに我々が一緒にそ

こへ行って対抗しました。行政が一つにな

って、何が何でも止めなあかんという意識

があったらもっと厳しい条例を作らなあか

んと思います。これ罰則規定それとその土

地所有者に対する特例の何かプラスになる

ものを盛り込んだ条例を作ってほしいと思

うんです。どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  土砂等に係ります土地の埋立て等に関す

る規制に関する条例、いわゆる土砂条例の

見直しについてということで、議員のほう、

御質問があったと思います。一概に土砂条

例といいましても、災害が発生すればその

影響が大きくなると考えられる3,０００平

米以上、そちらのほうについては大阪府の

ほう、それから５００平米以上から3,００

０平米未満については本町のほうが対応し

ていくという、そういう形のすみ分けをし

て現在規制を行っておるんですが、議員の
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ほう、今、御質問あったとおり、例えば豊

能町の土砂条例のほうでいくと罰則規定は

ございます。第３８条に実際に書いてある

んですが、特定事業者、いわゆる事業者に

対しての罰則、１年以下の懲役または１０

０万円。大阪府の場合ですと２年以下の懲

役または罰金１００万円未満という形で記

載されておりますので、大阪府の条例、本

町の条例、規模が違うにしても一体となっ

ておりますので、先ほど議員の御指摘のあ

った点につきましては、また大阪府と改め

て協議させていただきたいと考えておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  大阪府もさることなんですが、豊能町独

自の条例きちっとやらんと、この町、人と

緑が輝くという根底が崩れますので、その

辺よろしくお願いして一般質問を終わりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、西岡義克議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１４時１０分といたします。 

（午後２時００分 休憩） 

（午後２時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  こんにちは。日本共産党の高尾靖子でご

ざいます。 

  お昼からの質問ですけれども、しっかり

と御答弁頂きますようにどうぞよろしくお

願いいたします。順次報告どおりに申し上

げますのでよろしくお願いいたします。 

  第１は教育問題についてでございます。 

  小中一貫校の整備について。７月３０

日・３１日に保護者説明会を実施されまし

た。要望や意見は具体的にどのように生か

していかれるのか、その点についてお伺い

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  ７月３０日・３１日に合計３回、保護者

説明会を開催しました。資料につきまして

はふたば園、東能勢小学校、東能勢中学校

の保護者に全て事前に配布しております。

また当日はｚｏｏｍにも配信して家庭でも

見られるようにしておりました。今回の保

護者説明会については、令和８年に義務教

育学校を設置に向けて令和４年から小中一

貫校へ移転する計画、現状の進捗状況、改

修内容を説明しております。御意見や御要

望につきましては学校運営協議会準備委員

会や開校準備委員会、詳細については協議

する各支部会において今後協議し、必要と

なる事柄や予算を伴うものにつきましては

予算要求し、計画的に準備していく予定で

ございます。内容としましてはＰＴＡの組

織づくりやスクールカウンセラーの配置な

ど、いろいろな質問がございました。また、

この質疑内容につきましてはホームページ

に掲載させていただく予定でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ホームページにどうぞ分かりやすく掲載

していただきたいと思います。 

  二つ目に聞きますのは、東地区は令和４

年に小学生、５年・６年生が東能勢中学校

で授業をしますけれども、給食はデリバリ
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ーになるのかどうかお聞きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えさせていただきます。 

  東地区では令和４年度より小中一貫教育

の先行的に実施するため、東能勢小学校の

５・６年生を東能勢中学校で受け入れ、中

期と後期の教育課程を実施する予定ですが、

御質問の給食ですが、令和４年から令和７

年度までは現在中学校のデリバリー給食を

提供していく予定でございます。ただ、小

学生ですので、給食の量については少し減

らすなど調整できないか検討しておるとこ

ろです。なお、東地区の保護者説明会でデ

リバリー給食について御意見を頂きました

が、保護者の方につきましてはデリバリー

給食の御理解を得るため、今後、試食会の

場を設けていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  児童にはそういう試食いうのはされる計

画はないんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  失礼しました。保護者の試食会と申しま

したけれども、５・６年生と、今度中学校

に上がる子どもにつきましても試食会は開

催する予定でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  先ほど来も給食の残渣問題が出ておりま

したけれども、小学生が初めてデリバリー

給食になるいうことで大変新しい給食体制

と不安な気持ちも混じったようなことにな

るんだと思いますけれども、残渣がないこ

とを祈りたいと思います。その点しっかり

とデータを出して、その辺また報告してい

ただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

  次に、豊能町の子育てのメリットを訴え

ていく上で、東西両地区に安心・安全な食

料を加えた地産地消で自校給食を実施する

ように求めたいですが、この点について、

やはり東地域での小中一貫教育のことで災

害時に大きな役割を果たす給食調理室があ

るいうことはすごい心強いことなんです。

コミュニティの場にもなり、調理室が使え

る利点があります。この点についてお伺い

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申しましたように、令和８年に義

務教育学校を開校しますので、それまでは

小学校・中学校とも今の給食体系を継続し

ます。令和８年４月からにつきましては東

西それぞれに義務教育学校を開校しますの

で、学校給食を西地区で一括調理し東地区

へ運ぶ親子方式での提供を考えております。

東に運びましても吉川中学校の義務教育学

校で食べられる子どもの給食と東能勢中学

校の義務教育学校で給食を食べる子どもに

ついての給食の差はないと考えております

ので、令和８年度からは自校といいますか、

豊能町の中で作った給食を子どもたちは食

べるということになる計画で進めておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 
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○１０番（高尾靖子君） 

  自校方式になるいうことは願ってもない

ことなんですけれども、やはり格差のない

給食調理室が各校にあるということで私は

求めているんですが、これは国・府に申請

はされたことはあるんですか。給食調理室

をやはり東地区にも設置いうことでのそう

いう要求はされたことはあるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  給食室の設置については大阪府等にお尋

ね等はしておりません。ただ、今、基本設

計しておりますけども、給食室一つこちら

にも作ると約8,０００万円から１億円の経

費がかかりますので、それを考えますと吉

川中学校のほうで作って運んだほうが経費

的にも安いのではないかということで、今

そのような形で進めておるところでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これは絶望的なことになるのかなという

ふうに思うんですけど、とても残念です。

これは要望が、ぜひ、ありましたら検討の

課題に乗せていただきたいと思うんです。

やはり地域に、学校施設に給食調理室があ

るということは、いざという時にそこがコ

ミュニティの場になり、また安全・安心な

給食の配給というか、そういうことができ

るということでの地域のまちづくりのよさ

も出てきますので、その点で求めておきま

す。強く求めておきます。よろしくお願い

いたします。 

  次にいきます。 

  西地域の小中一貫校の小学生用グラウン

ドは、規定の面積を確保することができる

のかどうかお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  グラウンドの面積でございますけども、

西地域ですが、運動場の面積については令

和８年４月の義務教育学校開校時における

児童生徒数を想定した上で、文部科学省が

定める必要な面積は現在の中学校運動場の

広さでも確保できています。しかし、活動

のしやすさや安全面についてもサブグラウ

ンド等を作るなどして安全面に配慮して整

備していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  職員の駐車場がなくすいうことでしたし、

テニスコートは第１駐車場のほうに移るい

うことになっておりますので、広さは確保

できるんだと思いますけれども、サブグラ

ウンドとして使用するということでの設置

になるんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  現在、設計段階ですけれども、運動場自

体は先ほど言いましたように、小中入って

も規定の面積は超えておりますけども、安

全性等を考慮して前期児童用のサブグラウ

ンドというふうな形で整備する予定でござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  そこには今、体育館の前にバスケットの

ちょっと練習する、バスケットのホールが
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ありますね。そういうのも設置されるよう

な計画も入ってるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  サブグラウンドといいますと、そこには

現在の平地にするというふうなことを考え

ております。まだ設計計画段階で、変わっ

ていくことはあるかと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  小学生のバスケも盛んに、私どもの子ど

もの頃よく頑張って楽しんでおりましたけ

れども、ふだんからそういうことはできる

ような施設いうか準備ができるように、端

のほうにでもそういうこと設置していただ

きたいと。これはあくまで要望ですがお願

いしておきたいと思います。よろしくお願

いします。 

  次に、保健室は小学生または思春期の中

学生とは別の部屋にするべきだと思ってお

るんです。児童の保健相談もありますので、

仕切りではなく、別の部屋で配慮すべきで

はないでしょうか。そういうことでどうお

考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  保健室の問題ですけども、保健室につき

ましては現場の養護教諭などの意見も聞き

ながら、児童生徒の発達段階に応じた心と

体への対応ができるスペースを確保できる

よう、現在基本設計において検討しておる

ところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ、検討ではなく実施していっていた

だきたいと思います。これはやはりいろい

ろなプライバシーの問題も出てくるかと思

いますので、その点配慮すべきだと思って

おりますので、強い要望として申し述べて

おきたいと思います。 

  次に、小中一貫校の地域説明会の時期で

すけれども、町長がタウンミーティングさ

れておりますね。６月２６日と７月３日、

町政懇談会、意見交換のいうことでしっか

りとされておりまして、そういう要望をま

とめたのがホームページに載せられており

ましたので書き出してみたら、皆さんたく

さんの要望が出て、きっちりと答弁されて

おります。その中でも今申し上げたことが

述べてありましたので、説明会はこれから

していくような御答弁をされてたと思うん

ですが、その点はいかがなんでしょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  説明会につきましては当初から予定して

おります。時期につきましては、現在行っ

ている東西地区の基本設計が１１月頃に完

成する予定です。この基本設計に基づき全

体事業費や財政措置を積算し、議会にお示

しした後、保護者や住民の方への説明会を

実施したいというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  もちろんこれは地域説明会ということを

求めてるんですが、自治会単位でもされる

いう意味でありましょうか。その点。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 
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○こども未来部長（八木一史君） 

  この説明会ですが、教育委員会で考えて

おるのは中央公民館や西公民館で行う、そ

こで行う説明会を予定しておりまして、各

自治会に伺ってというふうなことまでは現

在考えておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  この広報としては豊能広報に掲載された

り、それと自治会の皆さんにこういうこと

で西公、中央公民館でありますよというよ

うなことを報告はされていくんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  説明会の広報ですけども、豊能町の広報

や間に合わなければチラシとか、また保護

者の方には学校から保護者の方にチラシ配

るなどしまして周知していきたいというふ

うに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  できるだけたくさんの方が参加できるよ

うな周知方法で頑張っていただきたいと思

うんです。やはり豊能町の教育が大きく変

わる一つの問題だと思いますので、期待と

不安といろいろと出てくるかと思いますの

で、その点、周知よろしくお願いいたしま

す。 

  次にいきます。 

  保育所・幼稚園の再配置で公私連携を推

進しています。豊能町のよさは町立の保育

所・幼稚園を継続で公の役割を果たしてき

ました。財政難を理由にした公私連携はこ

ういう施設は直接責任を負わないことにな

るのではないかという問題があります。今

の財源を維持しながら最低基準を満たすこ

とで維持できるのではないでしょうか。国

は教育予算を削減するために統廃合や民営

化を推進しています。この点についてお伺

いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  現在、西地区においての吉川保育所、ひ

かり幼稚園の統合につきまして、子ども・

子育て審議会において議論していただいて

おります。現在、２回開催しましたが、西

地区の吉川保育所及びひかり幼稚園につい

ては、老朽化が進んでいることや、今後、

乳幼児の減少が見込まれることから、統合

して認定こども園にする方向で審議は進ん

でおります。こども園の設置、運営形態に

つきましては、先ほど議員言われました、

公私連携、幼保連携型認定こども園とする

ことにより、民間法人、保護者、町で三者

協議会を設置して、これまで公立園で培わ

れてきた保育・教育のノウハウを継承して

運営できること、また財政状況を鑑み、設

置費用の町負担が公立で設置する場合と比

較して４分の１以下であるというメリット

を活かせばどうかという審議内容となって

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  本来は保育所は国が全部責任持ってやる

べきことだと思っております。それが幼保

連携で認定こども園というふうな形が出来

上がってきて、それが民営化っていう方向

へ導いているのかなと思うんですね。その

削減するためにそういう方向性が打ち出さ
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れてきたということは明らかなんですけど

も、子ども・子育て審議会では一応公私連

携でよろしいですかというような、委員長

さんが皆さんの意見聞かれて、その方向へ

と進むような感じだったと思うんですけれ

ども、それは町長部局も教育委員会もそれ

でよしというふうにお考えなのか。お任せ

ではなく町としてどういうお考えなのか。

教育委員会も公私連携でいいということで、

今までの町立を覆していくという残念な話

になるのか。その点ちょっと確認したいと

思います。ひとつよろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  子ども・子育て審議会、今現在行ってお

りますけども、その提言を令和４年の１月

ぐらいに受けるつもりでおります。その提

言を受けて判断するのは町及び教育委員会

でございます。ただ、正式な審議会ですの

で、その意見は尊重しないといけないとは

考えております。また、財政面をあまり重

視してはどうかと思いますが、先週視察に

行きましたある町では、公立園を私に貸し

て運営してはるんですけども、そこは大規

模改修の際、町の財産であれば全額費用負

担が町になるということで、財産を民間に

渡したいなと。それやったら４分の１かで

住むというふうな意見も聞いておりまして、

今の国の補助交付状況ですと、なかなか公

立で財産、建物を持っていくのはしんどい

ということで、町のほうも審議会の意見を

踏まえて最終判断したいということを考え

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  令和４年、来年までそれを待たなければ

ならないという方向で、決まってからでは

ないですよね。その間の報告はしていただ

けるんですね。決定してからではちょっと、

いろいろと私は問題もあると思うんですね。

今、言いたいのは、公立、町立、民営化、

ちょうど中間の話で中途半端になるんじゃ

ないかなというふうに思ったり、いろいろ

な取決めが必要だと思うんです。事故が起

こったときにどちらが責任持つのか。そう

いう問題も起こってるんです、実際。だか

らそういうところをやっぱりきちっとでき

るのかどうかも含めて決定していかなけれ

ばならないと思ってるんですが、いかがで

しょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  子ども・子育て審議会を行っております

けれども、そこで１月に提言をもらいます

と、その後、町教育委員会としての方針と

いいますか、それをまとめることになりま

す、それを受けて。それを教育委員会会議

などで示して図っていくというふうな順番

になるかと思います。議会のほうにつきま

しても提言が出ましたらお伝えさせていた

だいて、町としてはこういう方向でいきた

いということはお伝えしなければいけない

というふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ、豊能町としてもいろいろなことに、

小中一貫教育になるいうことと、こういう

民営化するいう決断っていうので大きな変

化が出てくると思うんですけど、そのとこ

ろはやはり詰めてしっかりと審議した上で

の判断にしていっていただきたいと思いま

すし、納得ある説明も頂きたいと思います。
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よろしくお願いいたします。 

  次に、学校でのＧＩＧＡスクール構想の

ことをお聞きします。 

  先日来から学校でのＧＩＧＡスクール構

想で、１人１台のタブレット配備をすると

いうことをお伝えしていただきました。専

門家からは、このタブレットについて、長

時間使用とそれから健康被害との相関関係

が科学的根拠も明らかにされつつあるとい

うふうに言われてきています。府下の学校

でも心配ということが聞かれるんですけれ

ども、このＧＩＧＡスクールの使用時間な

どは、１日の活用時間といいますか、どれ

ぐらいを想定されているのかお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  １日の活用時間ということですけども、

議員心配されている件につきましては、以

前の御質問でも電磁波等もあったと思いま

す。また、目が疲れるということもあると

思います。国や大阪府からはタブレット端

末の長時間の使用は児童生徒の健康被害を

考慮して使用するようと言われております。

本町におきましても、タブレット端末導入

時にタブレット端末の使い方についてとい

うリーフレットを作成し、児童生徒に配布

し、タブレットを使用する前に担任と児童

生徒でその使用についてに関する決まり事

を確認してから使用しています。その決ま

り事の中には、３０分に一度は目を休める

など健康面に気をつけ時間を決めて使用し

ましょうという文言を入れております。た

だ、１日の使用時間の制限はしておりませ

ん。今後、持ち帰りを想定した際には保護

者に対してもこの決め事を留意していただ

くようお伝えしていきたいというふうに考

えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。大事なことだな

と思います。子どもたちの体作りから、こ

れからなんで、いろいろ精神的な面は、目

のほうが悪くなるいうようなことはまず避

けていかなければならないことだと思って

おります。 

  それで格差という点では解消されている

のかいうの、これは家庭で接続不良だとか

トラブルなんかがあった場合の対応につい

てなんですけれども、それは無料でできる

のかどうか、その点についてお伺いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  タブレットに不調が生じたときの保守点

検といいますか、その件につきましては、

簡単なトラブルについては、学校なり教育

委員会で対応できますけれども、ちょっと

大きなトラブルについては保守点検という

のがありますので、そこで対応できるかな

というふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  先日も御説明がありましたけれども、こ

のサポーターがこれは１人なのかな、一ク

ラス１人に配置されるのかどうか。この間

の予算では約４００万円ちょっと出てまし

たけれども、この点についてはいかがです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  予算内で、今現在、サポーターといいま
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すか、学校に１人の者が回って、学校を順

番に回って、そういう機器についての要望

について対応しておるところでございます。

それが予算内で２人回れるようであれば２

人回って、手際よくといいますか、やろう

というようなことは考えているところでご

ざいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  熟知された方だと思いますので、一人か

二人か、予算内でいう話ですけど、これは

どっちかといえば非常勤ではなくパート的

な感じのお仕事になるんですか。その辺を

聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  その者ですけども、パソコンに詳しい、

業者の人と思ってもらっていいと思います

が、パソコンの専門家でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  専門家いうことはプロいうことですので、

その点は漏れなくきちっと説明なり指導な

り、指導いうことも含めてなんですか。先

生方のサポーターではなく子どもたちのサ

ポーターも含めて、先生は研修はされるい

うことを聞いておりましたけれども、それ

でよろしいですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  先生の研修については実施もしておりま

す。ただ、今言うた者がそこに行ってるか

どうか分かりませんが、先ほど言いました

各学校を回っておる者につきましてはパソ

コン機器の専門家ということでございまし

て、学校の先生については、このタブレッ

ト操作に当たりまして、教育委員会でも使

えるよう研修を行っておるというところで

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  書くことや読解力とかそういうようなこ

とも落ちないように、やはり指導が大事だ

と思いますので、先生方は日常大変忙しい

中で、このＧＩＧＡスクールがぼんと入っ

てきて、またいろいろ機械というか、この

機器のことを先生も携わらないといけない

ということになってますので、その点、先

生方の配慮も気をつけていっていただかな

くてはならないと思います。 

  次に行きます。それでもう１点あります。 

  タブレットの更新時、国に要望していく

いうふうに教育委員会の中では報告されて

おりましたけれども、これが３年たったら

もうやめですとか、補助やめですとか、何

か以前いろいろな交付金で３年で切ります

とか、そういう問題があったと思うんです

けど、そういうことはなくずっと継続です

から、ですね。ですから、これは将来保証

していってもらえるというものなのか確認

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  タブレットの整備につきましては、昨年

１台４万5,０００円の約９００台整備しま

して、多大な経費かかっております。それ

は国のほうで交付金なり補助金で賄われま

すけども、今後また多分タブレットも５年

ぐらいで買い替えないといけないんですが、
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それにつきましては今、国のほうは何も申

しておりません。それで教育委員会として

の部長要望とか、大阪府要望ですね。そう

いうのを上げておりますし、この前の政党

要望というのもあるんですけども、そこに

つきましてもタブレットの更新だけではな

く、その他付随するＧＩＧＡスクールに対

する費用がございますので、大阪府の要望

に上げて、国にそういうまた補助金なりを

お願いしたいというふうに伝えておるとこ

ろでございます。とても買い替えというの

は町財政で難しいと思いますので、各自治

体全てそういう要望は上げておるというこ

とだと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  このタブレット、ＧＩＧＡスクールいう

のはふって湧いたような教育の話ですので、

教育学校関係からこれお願いって言ってい

ったわけではなく、国が経済対策といいま

すか、そういう方向も中には入っておりま

して、こういうふうになってきたいうこと

は、別に子どもたちはいろいろなことを知

る上では、またそれも大事なことですので、

その点は配慮しながらきちっと指導をして

いっていただきたいと思います。国に要望

を続けていっていただきたいと思います。

私どもも党としてもう言うていってますの

でね、その点はぜひ自治体からも強く、ま

た町村議長会、町村長会、そういうところ

でも力強く上げていっていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

  次に、学校の中で、今、コロナ禍で、経

済事情で生理用品が買えないなどの問題が

全国的に起こっていまして、政府の調査で

は、学校配布が９５自治体、学校、女性の

トイレへ設置するいうようなことが行われ

ております。本町としてはそういう用意さ

れているのかどうかお聞きいたします 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  本町では、今そのような声が学校現場か

らも保護者からも上がってきてないという

のは状況でございます。ということで配置

はしておりません。コロナ禍でなくても、

子どもたちの身体的成長が早くなり、性的

成熟段階も早くなっており、学校において

も生理用品を準備している状況でございま

す。養護教諭や女性教諭がその相談や対応

をしているというところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ありがとうございました。よく分かりま

した。 

  次に、暮らし、福祉、医療についてお伺

いいたします。 

  医療従事者、職員の皆さん、本当に心を

尽くしていただいてお疲れさまでございま

す。コロナ対策は、国が右往左往して感染

者、重症者、自宅待機療養など拡大して、

最悪の状況が今も続いております。豊能町

は８月１６日現在、感染者は、すみません、

これ１６日現在ですが、先日から１６４人

になっておりますね。どんどんと、１日、

１人、１人、４人とかいうような格好で増

えております。府の通知によって把握され

ているわけですけども、今後、感染拡大が

懸念される中、今後のワクチン接種につい

ては漏れなく、漏れなくいうような話かど

うか分かりませんが、不足するいうような、

ワクチンが不足するようなことはないとい

うふうに思うんですが、その点はいかがで

しょうか。確認できますか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  お答えいたします。 

  ワクチンの供給状況につきまして、本町

で接種に用いておりますファイザー社製の

ワクチンにつきまして、供給量が減ったこ

とで一部の自治体で予約の停止やキャンセ

ルせざるを得ない状況が生じておりました。

本町でも、予定どおりに供給がなされず、

予約のスケジュールを決めていくに当たっ

て大変苦労をしていたところではございま

すが、本町では確実に２回分の接種が可能

となるようにワクチンを確保した上で予約

の受付をさせていただいておりますことか

ら、幸いにもワクチンがなくて予約を取り

消していただくような事態にはなってござ

いません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  テレビなんかの報道、マスコミなんかで

もこのことが取り沙汰されて、国民が不安

にさらされてる部分がありますので、豊能

町はきちっとそれができるということで、

確認ができたのでよかったと思います。そ

の点、ワクチン不足がないいうことで安心

できる体制で接種完了ができるのかなとい

うふうに思いますが、完了する時期だけち

ょっと確認させていただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  接種の完了時期につきましては不確定で

はありますけれども、明日から始まります

９月分の予約受付の状況により、他の接種

会場で打たれた方も含めまして、約８割の

方に接種頂けるとしますと、おおむね１０

月中には完了できるのではないかと見込ん

でいるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ホームページにも、お早めの接種を御検

討くださいいうふうに、このように掲載さ

れておりますね。これはよく分かったんで

すけれども、ホームページを見る方ばっか

りではありませんので、その点、皆さんに

周知できるように努力していただきたいと

思います。広報にも載っておりますけれど

もね。その点、啓発活動にも力を入れてい

ただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

  若い人たちが今、感染する方が全国的に

はすごい増えていますので、豊能町の若い

人の感染状況いうのはまだちょっと耳には

入っておりませんけれども、小学生が学校

始まりましたし、小中学校ね。その点での

心配もあちらこちらでされているようなの

で、また休校にならないようなそういう状

態に持っていっていただきたいと思います

し、その点でも一つ質問なんですけれども、

町はコロナ感染拡大を防ぐためにＰＣＲ検

査の拡充で無症状者の早期発見と安心して

治療、休養に専念できる体制が重要だと思

っておるんですけれど、ＰＣＲ検査は熊取

町モデルということで、中学生以下の方に

は対象者として無料でやってるんですけど

ね、検査。豊能町もそういうことができな

いのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  熊取町のＰＣＲ検査の事例について御提

示頂いております。いわゆる熊取モデルと
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名付けられておりますのは、発熱、空咳、

強いだるさ、喉の痛みや嗅覚障害などの症

状のある住民がかかりつけ医等に相談して

熊取町の町内の医療機関などにおいて検体

を採取し結果を得られるまでに日数がかか

る場合、または町内の事業所や仕事場にお

いてクラスターが発生した場合に、医療機

関より関西医療大学に検体を搬入して対象

者にスムーズに結果をお知らせしようとす

るものでございます。これは元々、熊取町

が町内に検査機関である大学を有している

ということとも関係すると思います。また、

無症状であったり濃厚接触者でない方を対

象とするものでもございません。議員の御

質問は、無症状の方への検査のサービスの

提供をおっしゃってるというふうに思われ

ますが、本町におきましては現在、町内の

医療機関におけるＰＣＲ検査におきまして

も、検査が混み合って順番を待っている事

例とか、検査結果が遅延しているというよ

うな状況をお聞きしておりません。また、

行政検査ではない任意のＰＣＲ検査につき

ましては今のところ実施する予定はござい

ません。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  また今度コロナの補助金が出されるとい

うときがありましたら、ぜひＰＣＲ検査で

きますよっていうような予算をとっていた

だきたいと思います。これは要望しておき

ます。 

  次にいきます。 

  豪雨がまた多発していましたが、全町的

な危険箇所の調査、事前対策が求められて

います。光風台６丁目のような事例の再発

を防ぐために、住民の皆様の情報提供、意

見を参考に対策が要ると思うんですが、そ

の点についてお伺いする訳ですが、次のも

関連していきます。光風台６丁目擁壁崩落

現場の工事が豪雨のためになかなか進まな

かった状況が続いていますが、これはいつ

から工事が始められるのかどうかを伺いし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それではお答えいたします。 

  議員の御質問の光風台６丁目の緑地の件

ですけども、これにつきましては令和２年

度７月に被災しました緑地の災害復旧の工

事の件だと思いますけども、そちらにつき

ましては今月８月１２日にその工事の関係

の公告を行っておりまして、来月の９月３

日に開札を予定しております。ただ、この

工事につきましては予定価格が5,０００万

円を超えておりますので、議会の議決を要

するというところで、９月１０日、最終日

になりますが、議会の議決を頂ければ９月

１１日以降から速やかに工事のほう、着手

してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  皆さんが早くできないのかいうふうにお

っしゃっておりますので、その点、時期を

見てきちっと進めていただきたいと思いま

す。 

  次に、新光風台の堰堤についてなんです

が、安全確認調査など府に求められている

のかどうか、その点お伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 
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  それではお答えいたします。 

  新光風台地区の砂防堰堤については、大

阪府の池田土木事務所が今現在管理してお

ります。その新光風台地区の堰堤なんです

が、大阪府のほうでは河川管理施設等長寿

命化計画という計画があるんですが、それ

に基づきまして３年に一度、砂防関係施設

等に損傷がないかどうか定期的に点検を実

施しておるところです。それについて確認

したところ、定期点検ですが、令和２年度、

昨年度に定期点検を実施しておりまして、

その新光風台地区の砂防堰堤については支

障なし、対策の必要なしという形の結果だ

ったということで確認しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  いろいろ全国的に熱海のような問題も恐

ろしい問題がありましたので、この点確認

することは大事だと思いますので、今お聞

きしてちょっと安心しました。 

  次に、地域公共交通についてでございま

す。 

  北大阪急行延伸推進会議では、支援団体

に豊能町が参画しております。府の公共交

通戦略では府民の暮らしの充実を図る公共

交通の取組が明示されていますが、高齢化

の町にふさわしい地域公共交通の充実が求

められています。自動車免許返納の方もた

くさんおられまして、今後の予定について

お聞きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  高齢化が進行する中で、今後、運転免許

証自主返納の増加による公共交通利用の意

識の高まりともあり、その重要性はますま

す大きくなっていっているものだというこ

とは認識しております。地域公共交通は高

齢者から子どもまで、誰もが日常活動を営

むために共通に利用することができる重要

なインフラでございます。現在は基本構想

を元に、北大阪急行線の延伸開業に合わせ

た広域的なバス路線の再編を行うべく取組

を進めているところでございます。今後に

つきましても基本構想をベースに、速達性

や打算性を検証しながら関係機関と協議を

行ってまいります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  全力で頑張っていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。これで

一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩を行います。

再開は１５時１０分といたします。 

（午後３時００分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今日の最終の質問者でございます。川上

でございます。これが私の最後の質問かも

分かりませんので、町長、よろしくお願い

したいと思います。 

  町長、維新強いでんな。この間の池田の

選挙は維新の候補者。４年前も維新の候補

者で、ちょっと悪いことしてやめたけども、

また維新の公認の候補者が通りましたな。

ここ最近の選挙で、箕面市は６人が、トッ

プから６番まで維新の候補者やし、箕面は
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市長も維新の候補者やね。能勢も１人出た

けど、トップでしたな、維新が。そやから

豊能町、今度４人出られるようなことを聞

いてんねんけども、私らも年いって多分も

う跳ね飛ばされてしまうのんちゃうかなと

いう具合に思ってますんで、多分最後にな

ると思いますんで、よろしくお願いしたい

と思います。 

  私、今年の８月の末から９月頃に。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上議員、マスクしてください。 

○１２番（川上 勲君） 

  マスク、あごにしてまんな。 

  ８月の末から９月初めにかけてきゅうり

が毎年高いんですわ。それがなるように、

私、種まいて植えたんですわ。ところが、

やっとキュウリの花が咲いてとれるように

なるようになるとなったら枯れてしまって、

結局とれなかったんですわな。ということ

は、最近夏に、盆ぐらいに天候が悪くて雨

が長く続きましたがな。それが今度、雨が

やんだ思ったら日照りが、暑い日がずっと

続いてると。そういうような状態の中で、

今日の社会情勢も突然何が起こるか分から

んというような状態ですね。昨今もアフガ

ニスタンで政変が起こって、結局、多分私

は日本人も、今、数名かって言われてるけ

れども、恐らくもっと取り残されてんのと

違うかなと。しかしそれを想像すると、政

府も発表すると混乱が起こるので、多分マ

スコミも発表せんと思うねんけどね。多分

１００人、３００人、１００人か１００人

単位のぐらいは最低でも取り残されてる人

がおるんじゃないかという具合に思ってま

すわ。そういうように結局、今の時代は何

か突然起こるようなことで変わってきてま

すわな。コロナについてもおととしの11月

ぐらいに、中国の武漢で発生してあっとい

う間に世界中に広がって、今、第５次の発

生が増えてるような状態で、我が国もこの

９月、１０月に衆議院任期の選挙が行われ

るであろうというふうな時期でも、結局そ

ういうコロナの細菌にやられてるような状

態ですわ。こういう状況の中で、コロナが

終えんしますわな、恐らく。終えんしたと

きに、豊能町は、日本の国も一緒やけども、

我が豊能町は先にどういう形で明るい豊能

町を作っていくかということがそのときの

リーダーやと思いますねん。リーダーがし

っかりしておるとやっぱり先が見えてくる

と思いますわ。今の、悲しいかな日本のリ

ーダーはあんまり先が読めんのちゃうかな

という具合に、私、危惧してんねんけどね。

そういうことでまずこの新型コロナの豊能

町の発生率、そういうことから聞いていき

たいと思います。豊能町のコロナにかかっ

ている人は人口比で何％ぐらいおられるか

お願いしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  新型コロナ感染の発症率ということで、

少し前になりますが、８月２５日現在の豊

能町の感染者数が１６１人。豊能町の人口、

これは大阪府の推計人口を参考にいたしま

すと１万8,０８１人。これを人口で割って

計算いたしますと約0.８９％ということに

なります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それでは次に、近隣の市町村。能勢町、

池田市、箕面市、茨木市辺りのパーセント

も、そして大阪府、大阪市のパーセントも

お答え願いたいと思います。分かりまっか

な。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほどと同様の計算方法になりますが、

能勢町では0.８３％、近隣で申し上げます

と箕面市は1.１８％、池田市は1.２９％、

豊中市は1.４３％、大阪府全体では1.７

５％、ちなみに大阪市で申し上げますと2.

４４％ということになっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、聞くところによると豊能町は0.８９、

能勢町は0.８３、あとの市、大阪府辺りは

１を超えてますわね。ということは、豊能

町なんかはあまり外部に出ていかない人が

多いんじゃないかと。つまり勤めてる人が

少ないということが推測されると思います。

ところが、豊能町の中でどの地域にかかっ

てる人がおんのかと問合せしても、役場は

言うてくれませんわね。ただ分からんのか

知らんけども。私が知ってる限りは、豊能

町で住んでおって、あるいは豊能町で大き

いなって外部へ勤めにいったと。その人が

帰ってきて、数日間その家におって、ある

いは盆に帰ってきて数時間おると。そうい

う家庭でコロナにかかって亡くなったりし

た。あるいはコロナがその家でどない言う

んか、かかった人をどない言うんか知らん

けど、横文字で言いますわな。そういうの

を２件、私、聞きましたんや。ということ

は、豊能町へ遊びに来たりなんかして、ぱ

っと来てぱっと帰る人はコロナ持っておっ

てもあんまり移らへんけども、結局その場

所に１日以上同じところで常駐しておると、

コロナを持っておったら陰性の人は、持っ

ておったら多分かかる人は多いんじゃない

かという具合に思ってますねん。だからそ

れを防ぐためには、来る人が陰性か陽性か、

陽性の人は来んか知らんけど、持っておっ

ても陰性の人が来るわけですわな。それを

例えば保健センターとこっちやったら診療

所のＰＣＲの検査をする場所を作って、そ

こで入ってくる人は必ずＰＣＲの検査をし

てもらうと。それをしてるかしているか分

かりませんわな。ところがその人が滞在し

ておったところにコロナにかかった状況に

なると、その人は検査してないということ

は言えんねんけども、罰金は取れへんけど

も、交通事故と同じで過料をとるという具

合なことを決めたらどないかなという具合

に思ってんねんけど、町長どないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、議員がおっしゃられるように、我々

のところというのは非常に感染が少ないと

いう状態になってます。確かにここ８月の

お盆以降、毎日のように１名、３名、４名

という形で発生しました。この１週間の部

分で昨日一昨日はゼロですので、この１週

間の発生者率というのを、大阪府全体です

けれども１０万人規模において何％かと、

そのものでいきますと0.０６というような

数字だったと思いますけれども、全体の大

阪府の0.２よりも少ない状態ということで、

移動が伴ったときはあるのはありますけれ

ども、今、議員がおっしゃられるように、

もし長期滞在をされるという方々にＰＣＲ

検査、手上げ方式になるかも分かりません

けれども、していただくという部分で、

我々のほうの準備、そういうことについて

は非常に難しいんではないかなというよう

に感じてます。ほとんどが車で御移動され

る。大阪市内の場合でいくと駅前であった

りとか、そういうたくさんの人が来られる

ところに対してそういうものを設置し、御
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自身が危ない、または長期に親元の実家に

来られるというようなときはそこからスタ

ートしてこちらの方に来られますから、や

はり一番最初の段階として移動されるとき

にしていただくというのが一番望ましい姿

で、我々のところが受入先のところで受け

るというのはちょっとふさわしくないんで

はないかなというように、私は今現在感じ

ております。ただ、今後の状況を見て、そ

れらを先手を打っていかないといけない事

態が発生するようであれば検討もしていか

ないといけないとは思いますけど、今はそ

ういう状態でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  大阪市とか豊中市とか人口が多いとこは

それは難しいかも分からんけど、豊能町な

んかははっきりと西地域・東地域で分かれ

てありまんのや。そやから来られる人はど

っちか来られるわけですわな。別に何も南

のほうから来られんでも、亀岡市でも能勢

町のほうからでもかまへんけども、来たら

必ず滞在、一昼夜泊まって滞在するのには

西のほうに滞在する人は保健センターで必

ずＰＣＲ検査せえよと、東のほうでは診療

所でせえよということを設定してＰＲした

ら、ＰＲしときまんねんね。これは、豊能

町はこうでっせというようにしておいたら

ね。せんかってもよろしいわ。ところが、

せんかって家庭か滞在したとこでコロナが

発生すると、誰か分かりますわな、来た人

は。その人に対して過料を取るというよう

にしておいたら、必ず来たら、恐らくそこ

で検査、ＰＣＲの検査を受けますわ。ＰＣ

Ｒの検査１回受けようと思ったらどれぐら

いかかりまんのや。分かりまっか。ちょっ

と誰か分かってる人。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  行政検査のほうのそれぞれの金額ですけ

れども、１回ＰＣＲ検査をやると二千数百

円ということを聞いたことがございます。

ＰＣＲ検査もいろいろな種類がありますの

で、簡易型それから鼻から入れるもの唾で

やるものというので金額が違いますので、

はっきりした金額は知りませんけれども、

行政検査のときはそれ。任意のところでは、

やっぱり大阪市内で報道であるのは、安い

金額でいくと2,９８０円とか、そういうと

ころがありますけど、その検査制度それか

ら検査の結果、こういうところが疑問視さ

れている部分もございますので、幾らか、

それからその制度というのも今後調べない

といけないと思います。御意見としてお聞

かせいただいて私も調べとくようにさせて

いただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  とにかく抗体いうかコロナ菌を持ってる

かどうか確実な方法で調べる方法を設置し

て、調べてもその金を取るということにし

てしといたらええと思いますわ。私はそれ

が一番防ぐ方法やと思いまんねん。今、知

ってる限り、２例はそういう家庭やったか

ら。１軒の家庭はもう亡くなってますわ。

１軒はまだ今のところ出入りしてない家庭

ですわ。そやけど、少なくても例えば高山

地域で何人がいてる、あるいはときわ台で

何人いてる、それぐらいのことは、俺、発

表してもかまへんのちゃうかと思いまっせ。

豊能町で１６４人でっか、今。どこにどん

だけいてんのかさっぱり分かりませんわな、

誰も。役場が知ってんのかどうか知らんけ

ども、結局言うてまへんな、どこにも。役
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場は分かってまんのか、それ。どこに何人

ぐらいいてる。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  感染者の状況につきましては基本的に保

健所で把握しておられると思います。保健

所からは豊能町には先ほど申し上げた人数

は報告はされるんですけれども、それ以外

の報告はございませんので、どこに何人い

らっしゃるかというのは町では把握してい

ない状況です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それは、私は把握する必要があるし、把

握するとやはりあまり広がらない状況なん

のちゃうかなという具合に思いますので、

もし把握できるのやったらしておいていた

だきたいとなという具合に思います。 

  それから次に、コロナに対して国は国債、

赤字国債を発行してますわね。もう１００

兆円以上発行してるんちゃいますかな。と

いうことは、このコロナが収まったら、多

分普通交付税が減らされるんじゃないかと、

私はそういうふうに危惧してまんのや。そ

のために、その普通交付税を減らされると

豊能町の状態はどうなるか。町長はその交

付税に対してどのようにお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  国のほうの財源として、来年度予算のと

ころも交付税に関してはプラスというよう

な形で、今、予算を立てられて予算要求を

されているというところでございます。た

だ、議員がおっしゃられるように、財源が

もちろん限られてるわけですから、減らさ

れるという危惧は私も持っております。た

だ、我々のようなところとは違って国のほ

うは、そういう財源のところに関してはま

た発行をするというようなこともございま

すので、これはもう見守っていかないとい

けないというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  昨日、一昨日か、予算要求がありますわ

な。１１１兆円でっか。そのうち国債の償

還、返す分が４０兆円かな、６０兆円か、

何かそれぐらいの金額ですわな。３分の１

以上国債に返す分に充ててるわけですわ、

１１１兆円のうちね。ということは、もう

普通交付税とかそういう地方に配分する金

は当然減ってくると思いまんねんな。そう

いうことを考えると、豊能町も今度は自分

の努力でお金を入ってくるようにせんと、

朝からの質問の中でも、収入と支出が逆転

すると、今もそういう状況になってるねん

けどもその差が広なるという具合にあるか

らね。幾ら出るものを絞ったって、これは

もう、今の状態で大分もう絞り切れてます

わ。私そない思ってまんねん。ということ

は、入ってくる分を増やさないかんと。そ

のためには私はまず、若い人を増やすため

に固定資産税を増やすんですわ。その理屈

はどういう理屈やいうと、今、空き家が８

００軒か９００軒かぐらいあんのかな、豊

能町だけで。1,０００軒おまんのか。それ

は人が住んでまへんねや。これ住宅とちゃ

いますわ。ただの建物ですわ。それが空き

家になってすぐには無理かしらんけども、

２年、３年たって誰も住まんとなると、今、

家建てたら昔の、前の税金のとり方で安く

なってまんのやろ、家建てたら、固定資産

税が。それを元に戻して倍にしまんねん、
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前も言うたように。誰も住んでないねんか

ら。その代わり、若い人が住んだり３世代

が住んだりすると、その固定資産税も半減

するという具合な形で一遍、シミュレーシ

ョンとして計算してみなはれ。恐らく固定

資産税の分は増えると思いますわ。そこで

若い人が入ってくると、若い人の住民税増

えますわな。そういう考え方必要やと思い

まっけど、町長、どない思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  空き家に対する固定資産税の課税を強化

しろというお話かと思うんですけれども、

以前にもこれに関しては御質問頂いており

まして、以前にもなかなか難しいというこ

とをお答えさせていただきました。固定資

産税を、課税を強化するというような法律

は確かにございます。ただしそれには空き

家対策特別措置法というような法律に基づ

いた空き家に指定するということが必要に

なってまいります。そのためには、空き家

の定義というのがございまして、１年を通

して人の出入りがなく、水道や電気、ガス

などのライフラインが止められており誰に

も使用されていない状態である空き家、市

町村の調査によって次の特定空き家に指定

されることがあるということで、その内容

を読みますと、危険な状態にあるようなも

のが空き家として指定されるということで

すので、おっしゃっていることはごもっと

もかと思うんですけれどもなかなか、前に

もお答えしましたとおり法律上難しいかな

というふうには思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  前にも一遍、こんな話ありましたわな。

市会議員に立候補して当選したと。その市

の域内に住んでおって、住んでおったとい

う理屈やけども、結局調べてみたら水道の

栓がずっと閉まっておったような状態やっ

たと。それで当選したけども、結局剥奪さ

れたというようなこと、事例ありますわな。

水道止められると生活できへんねんから、

もうその家は空き家ですわ。それともう一

つこういう事例がおまんねん。水道は空い

ておると。ところが人は住んでなくて、そ

こ倉庫の代わりに物を入れておると。これ

は住宅ちゃいますわな、倉庫ですわ。そん

なのにも課税できまんがな。水道の栓開け

ておっても。そういうことでも、なかなか

できひんじゃなしに、できる方向に持って

いくように考えてみたらどないでっか。部

長、どないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  確かに固定資産税の軽減措置というのは

住宅に対してのものですので、その用途に

よって住宅以外の用途に使われておるとい

うことであればそういった課税の見直しと

いうのも必要になってくるかも分かりませ

んので、その辺はちょっと調べさせていた

だいて必要な措置を取らせていただきたい

というふうに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今の時代、個人情報とかプライバシーと

かいうことで、なかなか個人のものは難し

いかも分からんけども、それも私は行き過

ぎてると思いまんねや。やっぱりそういう

ことでも、完全にこれは空き家やなという

判断は十分にできると思いますので、その

辺を対応して固定資産税を上げるという具
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合にしたら、当然入ってくるのは増えてき

ますわな。 

  それからもう一つ、子ども生まれてから

大学卒業して、高校卒業して、働くときま

で、全部町が負担するわけです、その子ど

もにかかる費用、交通費まで。何ぼかかる

か分からんけど。そういうことで豊能町が

こういう具合になってまんねんと、教育に

関しては一銭も金要りませんねんと、その

情報発信せなあきませんで。情報発信して、

子ども、小学生、中学生を、あるいは幼稚

園、保育所行く子どもの親を勧誘するわけ

ですわ。ほなやっぱりみんな金には敏感や

から、豊能町へ行ったら子どもの教育一銭

も要らんと。希望ヶ丘なんかのバスで池

田・茨木通っても、その金も要らんとなっ

たら、恐らく来る人も増えてくるかも分か

りまへんわ。その人が来ると、金、豊能町

要りますわな。ところがその人が来て、住

民税を年間払う金額、それとその子どもに

対する費用がどれだけするか、そうやって

天秤にかけてみなはれな、どっちが多いか

少ないか。何人か例挙げてね。税金のほう

が多かったらそういう具合にしたらええや

ろし、それせんとあきまへんで、それを。

そら無理やろな、大分教育費、金要ります

という具合にぽんと頭にくるけど、やっぱ

りそういうような計算してやると、高額所

得の人は恐らく住民税のほうが、俺、高い

と思いますわ。その総額でどれぐらいにな

るという具合な形にできまんがな。そうい

うことも一つ考えてみる必要あると思うけ

ど、町長どない思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  川上議員のほうから質問ありました、保

幼小中、高校生の交通費についてざっと積

算しております。中学校で要する教育費、

給食費、ＰＴＡ会費、教材費、積立金、生

徒会費等、約１人年額１０万円ぐらいとし

て、約３００人、今おりますので3,０００

万円と。小学校の場合を同じように計算し

ますと、約７万円で５４０人で約3,８００

万円と。保育所と認定こども園のゼロ・２

歳児の保育料無償化にした場合は約1,４０

０万円。ただ、これには保育料のみで教材

費とは入ってません。高校生の通学補助で

１６歳から１８歳の人口、今の現在の人口

を推測すると、東地区・西地区合わせまし

て交通費で約年間3,９００万円要ると。こ

れらを合計しますと年間１億2,１００万円。

ほんまに大雑把な計算ですけども１億2,１

００万円ぐらいで、これにプラスまだ幼稚

園とかのお金、教材費要りますけども、そ

れぐらいのお金が教育費として個人負担に

なっておるということで、これぐらいのお

金がかかったということで、お金の計算だ

けまず私からお伝えさせていただきました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今の計算は１人当たり違いますやろ。何

人かでしょう。それを、例えば１００人な

ら１００人で割ったら１人当たり出ますわ

な。それはどれぐらいになります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  １人当たりで割ったらというのはちょっ

と難しいんです。今の中学校の生徒数、小

学校の生徒数、高校生の生徒数で計算して

ますので合計で１億2,１００万円程度にな

るということで、今の数を全部足して割る

と出るんですが、ちょっと今すぐ計算して

ませんので。すみません。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それぞれ１人当たり何ぼかかる、大体の

計算ですわな。もう１点は、高校生や大学

生は奨学金制度ありますわな。それは国も

府もおまんのか。町もおまんのか。ちょっ

とそれお答え願いたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  奨学金制度ですけども、豊能町奨学金貸

付金条例で定めた奨学金がございます。ま

た、国のほうでも独立行政法人日本学生支

援機構などの奨学金もございます。また、

府でもそういう奨学金を設定しておると記

憶しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  その奨学金を利用して、高校や大学へ行

ってもらうと。豊能町に限っては、奨学金

を出しても、大学卒業したら豊能町に住み

かえると、前にも言うたけど。そうすると

豊能町で使うた奨学金は返して要らんと。

よそへ住むんやったら返してくれと。こう

いう方法も必要やと思いますわ。子どもい

うか、大人になって働きに出て、豊能町に

住んだらもう奨学金返さんでもええなと、

ほな豊能町に住もうかというような気にな

る可能性もあるので、そういうことも考え

てみる必要があると思いますわ。だからや

っぱりいろいろなことのことを考えて、そ

して実行していくと。私ときどきこの町に

電話を入れるんですわ。何々部長いてるか、

誰々さんいてるか聞いても、いや今、町長

と話ししてまんねん、今、会議でんねん。

そういう返答多いんですわ。ひょっとした

ら豊能町も小田原評定近いことになるんち

ゃうかなと。小田原評定いうて分かりまっ

かな。町長、分かりまっか、小田原評定。

副町長は。ちょっと、副町長、答えて。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  小田原評定の御質問といいますか・・・

豊臣秀吉が北条氏政・氏直ですか、破った

ときに、北条氏政・氏直が誤見会議をして

なかなか進まなかったというふうに記憶し

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  小田原の評定系三代それを北条時貞やっ

たかな。それがみんな家来集めて城の中で、

ああでもない、こうでもないって議論して

おるわけですわ。その内に豊臣秀吉が攻め

て、攻め滅ぼされてしもうた。その議論も

必要やけども、決めたことはぱっとやると

いうことも必要なので、やって失敗しても、

それは歴史になって後の人が判断するだけ

で、やっぱり思い切ってすることも必要や

と思いますので、町長、それだけのやると

いう気概はおまっか。どないでっか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  もちろんあります。あとはタイミングと

それから財政措置、そのものだというよう

に思ってます。先ほども議員御指摘のとお

り、我々のところでいくと約1,０００軒ぐ

らいの家というか空き家というようなデー

タになりますけれども、それが表面化して

いない。今、固定資産を上げるというよう

なことのお話がありましたけれども、その
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方々は自分を倉庫、家を倉庫ではなくてい

ずれ使うからという形で住居であるという

ように思われてる方がおられます。我々も

今回固定資産のものを出したときに、売却

であるとかそういうようなチラシも入れな

がら、あらゆる方法を取りながら、訴えか

けながら、そして皆さんがそこに入ってこ

れるような策として民間も含めて、それか

ら協定もしながら進めさせていただきたい

と思います。一つずつですけれどもやらせ

ていただきながら進めてるところでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  １年、２年半ぐらいでっか、町長になら

れてからね。見てると、どうも実行力がな

いなという具合に感じてまんねん。という

のは、施設組合の議会でも上げたとおり、

先ほどの質問の中でも、住民合意でダイオ

キシンの処理をすると。どっかのチラシに

も入ってましたわ。住民合意で、合意がで

きると処理できんのやと。そんなもん、全

体の合意なんかできるはずおまへんで。必

ずその地区とかあるいは自治会とか、そう

いうとこでこれは同意が絶対必要やという

もんは、それは全員の合意せないかんけど

も、自分とこの町の土地のとこで処理する

のに、自治会やそんな合意要りませんがな、

全員の合意が。ある程度説明責任果たした

ら、やってしもうたらよろしまんねや。住

民全体の合意、絶対とれへん。それを堂々

と、体のええようにチラシにみんな書いて

まんねん。一遍調べて見てみなはれ。２人、

２件のとこが書いてましたわ。住民合意で

ダイオキシンを処理しよういうて。絶対無

理。合意言っておると無理。恐らく、それ

を考えてると、塩川町長の間では処理でき

ひん。私はそない思いますわ。それを町長、

よう認識してやってもらわないかん。それ

で、これからまだ、あの状態でもまだ金が

要ることようけおまんねんけども、例えば

上下水道も、上水道も、もう４０年、５０

年、たってまんねん、住宅が開発されてか

ら。下水道もそうですわ。必ず替えなあき

まへんねん。そのために莫大な費用要りま

っせ。残りの補助金があるかないか知らん

けども、微々たるものやと思いますわ。そ

のときもやっぱり金が要る。必要ですわな。

建設国債発行できるけども、そういう場合

にはね。私がいつも言うてるように、火葬

場も必要ですわ。これから金が要ることば

っかりでんねや、豊能町は。そやから入っ

てくるほうを考えて、戸知山の開発もした

ら、やりようによっては金が入ってきまん

がな。光ヶ谷もやりようによっては金が入

ってくる。そういうことも考えて、法律や

なにかで決まったことあるけども、それを

擦り抜けてするようなことも必要や思いま

っせ。それで豊能町の名を売りまんねや。

豊能町はあの裕福な町やなと、行こかと、

住んでみようかということになりまんねや。

どうですか町長、私のこの考えは。ちょっ

と、町長がどうか知らんけど。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、擦り抜けてというお言葉がございま

したので、これについては御意見として聞

かせていただくということでよろしくお願

いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  言葉の表現の違いが多少あるけども、や

っぱり根本的には今の豊能町はほんまに、

昭和６０年代から平成１０年ぐらいにかけ
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てどんどん伸びてきたけども、もう今下が

り目一方ですわ。そのときの町長だから、

やっぱりそれを少しでも豊能町をよくして

いこうと、住みやすい町にしていこうとい

う具合に考えていく必要があると思います

ので、あと１年半、その次のことは考えん

と、１年半、力を発揮してもうて、豊能町

をちょっとでもよくしていただきたいと。

私はもう１０月になったらおれへんかも分

れへんけど、よろしゅうお願いします。 

  以上で終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、川上勲議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は９月１日、午前９時３０分より会

議を開きます。本日は大変に御苦労さまで

ございました。 

 

散会 午後３時５３分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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